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８．会議の経過 

 令和６年９月２６日（木）午前１０時０１分開議 

○委員長（日暮俊一君） ただいまから決算審査特別委員会を開会いたします。 

 本日は、議案第１１号、令和５年度我孫子市一般会計歳入歳出決算の認定のうち、消防費、公債

費及び予備費の審査、議案第１２号から議案第１４号、令和５年度各特別会計歳入歳出決算の審査、

議案第１５号及び議案第１６号、令和５年度各事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算の審査並び

に令和５年度我孫子市一般会計歳入歳出決算総括質疑を行います。 

 これより、消防費について当局の説明を求めます。 

○消防長（宮崎治君） それでは消防です。よろしくお願いいたします。 

 令和５年度決算のうち、款８消防費に係る消防本部総務課、予防課、警防課所管の一般会計歳出

決算の主な事業及び決算説明資料に掲載の事業について御説明をいたします。 

 項１の消防費は、目１の常備消防費、目２の非常備消防費、目３の水防費で構成されております。 

 初めに、決算書の９２ページ、歳出款別集計表をお開きください。 

 款８消防費全体の決算としましては、予算現額１８億６，７６３万１，１００円に対し、支出済

額１８億３，８８５万６，６９２円、執行率約９８．５％、翌年度繰越額３５３万１，０００円、

不用額２，５２４万３，４０８円となります。なお、歳出総額に対する構成比は約４．０％となっ

ています。 

 続きまして、決算書の２４４ページをお開きください。 

 款８項１目１常備消防費、予算現額１８億２，９５１万４，１００円に対し、支出済額１８億

１９７万１，１２４円、執行率約９８．５％、翌年度繰越額が３５３万１，０００円、不用額

２，４０１万１，９７６円となります。 

 ２４５ページ、款８消防費、備考欄１つ目の丸を御覧ください。 

 一般職人件費１３億７，６７７万５，１８１円は、消防職員１５９名分の人件費となります。 

 次に、総務課所管の支出状況について御説明いたします。 

 ２４５ページ、款８消防費、備考欄２つ目の丸を御覧ください。 

 消防庁舎施設管理費２，０８１万６，７２０円は、１本部２署２分署の光熱水費１，０４７万

９，０３６円、清掃委託料５５９万２００円が主な支出となります。 

 備考欄３つ目の丸を御覧ください。 

 決算説明資料は７９ページの下段と８０ページとなります。 

 消防庁舎維持補修費９，７６５万５，４９０円は、消防本部・西消防署トイレ等感染症対策改修

工事費５，４６７万８，８００円と、東消防署発電設備等改修工事費３，０７４万５，０００円が

主な支出となります。 
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 備考欄４つ目の丸を御覧ください。 

 決算説明資料は８１ページの上段となります。 

 消防施設等整備事業４，２４１万８，９２５円は、（仮称）湖北消防署整備事業における庁舎等

整備設計業務委託料３，８３４万７，１００円と、既存電柱の移設に要した物件移転補償費２５０

万９，０６０円が主な支出となります。 

 備考欄５つ目の丸を御覧ください。 

 決算説明資料は８１ページの下段となります。 

 車両購入費７，３３４万８，２１０円は、つくし野分署に配置の水槽付き消防ポンプ自動車を更

新整備したものです。 

 備考欄６つ目の丸を御覧ください。 

 総務運営費３，０５２万１，９４６円は、職員の貸与品等の消耗品費２，１６９万９，５０５円

及び千葉県消防学校及び消防大学校救助科等への派遣研修における研修負担金４７２万２，４２０

円が主な支出となります。 

 続いて２４７ページ、備考欄１つ目の丸を御覧ください。 

 負担金・補助金４１万３，７７８円は、消防長会・消防協会負担金３５万８，８７８円が主な支

出となります。 

 備考欄２つ目の丸を御覧ください。 

 車両維持管理費１，６２９万３，４７２円は、消防本部管理車両３６台分の燃料費７８８万

９，１４６円と、車検整備を含む修繕料４３５万８，８１１円が主な支出となります。 

 次に、予防課所管の支出状況について御説明いたします。 

 ２４７ページ、備考欄３つ目の丸を御覧ください。 

 予防活動運営費９７万３２３円は、消耗品費６０万８，６９９円が主な支出となります。 

 ２４７ページ、備考欄４つ目の丸を御覧ください。 

 決算説明資料は８２ページとなります。 

 幼年消防・女性防火クラブ活動運営費６３万５，８９２円は、幼年消防・女性防火クラブ活動用

備品購入費４２万２，４００円とその他保険料１３万円が主な支出です。保険の内容は、女性防火

クラブ員を含む市民のための防火・防災訓練災害補償等共済制度の保険料となります。 

 次に、警防課所管の支出状況について御説明いたします。 

 ２４７ページ、備考欄５つ目の丸を御覧ください。 

 警防活動運営費９７２万２，５９７円は、防火水槽解体工事費３４６万２，８００円、警防活動

用資機材購入費１４４万７，５２０円が主な支出となります。 

 ２４９ページ、備考欄１つ目の丸を御覧ください。 
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 決算説明資料は７７ページの上段となります。 

 救急・救助活動費１，２６７万５，３５６円は、備蓄用感染症対策物品の購入分を含めた消耗品

費９０８万９，３６７円と手数料１９６万５，３１６円が主な支出となります。 

 ２４９ページ、備考欄２つ目の丸を御覧ください。 

 決算説明資料は７８ページの上段となります。 

 高度救急医療体制運営費１，２４１万８，０２６円は、救命処置用資機材購入費２９８万２，９１４

円と、コンビニエンスストア及び消防庁舎、消防車両に設置しております自動体外式除細動器（Ａ

ＥＤ）のリース料２９８万７，４６６円が主な支出となります。 

 ２４９ページ、備考欄３つ目の丸を御覧ください。 

 決算説明資料は７８ページの下段となります。 

 消防通信・指令業務運営費９，４９６万７５１円は、ちば北西部１０市消防通信・指令業務の共

同運用における消防指令システム賃借の事務機器使用料５，６２４万５，２００円と署活動系無線

機２２台の更新整備費用を含む指令・通信運用資機材購入費４４０万１，００１円、２５１ページ、

備考欄、最上部に記載の松戸市ほか９市消防指令事務協議会負担金２，０８６万８，７４４円が主

な支出となります。 

 ２５１ページ、備考欄１つ目の丸を御覧ください。 

 負担金・補助金１，２３４万４，４５７円は、消火栓の維持管理に係る水道局への消火栓維持管

理負担金が主な支出となります。 

 続きまして、目２非常備消防費について御説明いたします。 

 ２５０ページ、２５１ページを御覧ください。 

 予算現額３，７２６万円に対し、支出済額３，６０３万８，１４８円、執行率約９６．７％、不

用額１２２万１，８５２円で、前年度と比較して支出済額が３９４万７，９３９円の増加となり、

前年度比１２．３％の増加となりました。 

 次に２５１ページ、備考欄２つ目の丸を御覧ください。 

 非常勤特別職人件費１，７０２万５６５円は、我孫子市消防団、１本部・２１個分団、団員２２７

名分の報酬となります。 

 ２５１ページ、備考欄３つ目の丸を御覧ください。 

 消防団活動費１，１７９万１，５１２円は、消防団員の公務災害補償及び退職報償金の公務災害

補償等掛金６２０万４８０円と、消防団員用の貸与品等を購入した消耗品費１４９万１，０４９円、

消防団用備品購入費１５８万４０円が主な支出となります。 

 ２５１ページ、備考欄４つ目の丸を御覧ください。 

 決算説明資料は８２ページの下段となります。 
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 施設維持管理費２３３万５，６２９円は、光熱水費６５万３，９１４円と老朽化した消防団第２

分団の器具置場の整備を進めるため、現地測量を実施した用地測量委託料１４９万６，０００円が

主な支出となります。 

 ２５１ページ、備考欄７つ目の丸を御覧ください。 

 車両維持管理費３０４万９，８５０円は、消防団が使用する消防ポンプ自動車４台、小型動力ポ

ンプ積載車１７台の修繕料１２４万６，７４２円及び車検整備に係る経費が主な支出となります。 

 最後に、目３水防費について御説明いたします。 

 ２５０ページ、２５１ページの下段を御覧ください。 

 予算現額８５万７，０００円に対し、支出済額８４万７，４２０円、執行率約９８．９％、不用

額９，５８０円で、前年度と比較して支出済額が１万６，４２８円の増加となり、前年度比約２％

の増加となりました。 

 以上で、消防費の一般会計歳出決算についての説明を終わります。御審査のほどよろしくお願い

いたします。 

○委員長（日暮俊一君） ありがとうございます。 

 以上で説明は終わりました。 

 これより消防費について質疑を許します。 

○委員（佐々木豊治君） ちょっとお伺いしたいんですけれども、決算書の２５１ページなんでご

ざいますが、上段のほうの松戸市ほか９市の消防指令事務協議会負担金という形で２，０８６万

８，７４４円という形で載っておるんですけれども、これはどのような負担金になっておるんでし

ょうか。その中身ですね。 

○警防課長（齋藤誠君） 松戸市の負担金については、我孫子市を含めて１０市で協議会を立ち上

げまして、そこで指令センターを共同でやっていまして、その負担金でございます。 

○委員（佐々木豊治君） これは例えばよく言われているんですけれども、人口割負担になってい

るんでしょうか。 

○警防課長（齋藤誠君） まず当初、指令センターのシステムを整備しましたので、それは人口割

と均等割とあるんですが、そのほかの維持管理につきましては人口の均等割という負担割合になっ

ています。 

○委員（佐々木豊治君） 毎年、少しずつ上がっておるようなんですけれども、やっぱりこれはど

うしても避けられないんでしょうか。 

○警防課長（齋藤誠君） 負担金なんですが、令和４年度と５年度と比較しますと負担金が上がっ

ているんですけど、これは令和４年度は、需用費、役務費が確定してから、翌々年度の負担金に反

映するんですけれども、令和４年度は当初運営した２か月分の需用費等だったんですけれども、令
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和５年度のほうは３年度分の１２か月分の積算という形なので、５年度の負担金が上がっている状

況でございます。 

○委員（坂巻宗男君） そうしたら、２４９ページになります。 

 ＡＥＤですね、自動体外式除細動器リース料として２９８万７，４６６円ということで、先ほど

も消防長のほうから御説明ありましたけれども、いわゆるコンビニエンスストアなどに設置するＡ

ＥＤなどがここに入っているわけなんですけれども、令和５年度現在でコンビニエンスストア、こ

れの設置、トータルで今、何件になっておりますでしょうか。 

○警防課長補佐（竹田義成君） 現在、２４時間営業のコンビニエンスストアに関しましては、

３７台、３７店舗で設置をさせていただいております。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 私ちょっとこれ資料で過去の事例を確認して、後ほど御説明いただきたいと思うんだけど。平成

３０年からこれ始まったということだと思うんですけど、台数的には、当然コンビニエンスストア

の数の減少というか、増加も含めて変動があるかなと思うんですけど、その辺どういった数で推移

しているかというのをお聞かせいただけますでしょうか。 

○警防課長補佐（竹田義成君） 平成３０年から開始しておりまして、平成３０年当初は３２台設

置させていただきまして、次年度、令和元年になりまして５店舗が新たに営業開始しましたので、

５台へと増加しております。 

 それからなんですけれども、店舗が閉鎖したり開店したりと繰り返してはいるんですけれども、

現在も３７店舗、変わらずに営業していただいているということでございます。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 コンビニエンスストアに、これは２４時間営業だからＡＥＤがあると非常に心強いなと思ってい

ます。一方で、ちょっと私自分の近所の話を言うと、コンビニエンスストアがあったんだけれども、

コンビニエンスストアがなくなってしまって、コンビニエンスストアなくなったことも地域の人に

してみると、生活としてはやっぱりコンビニエンスストアって、いろんなものがそろって２４時間

だから便利だなというのはまさにあったんだけど、ＡＥＤがなくなってしまったという不安なども

ありました。 

 そこで、一方で、市のほうで、今度は自治会あるいはマンション管理組合などに２４時間対応の

ＡＥＤを設置するときには補助をしますよという新しい制度をつくってくれたもんですから、それ

をうまく活用して、なくなったところを補ったりしているんですけれども。 

 そういった意味で、例えばコンビニがなくなってしまったところなどは、積極的にそういう自治

会とか管理組合とかにＡＥＤなどを借りてもらうような連携などもできるといいなというふうに思

っているんですが、その辺で消防のほうとこれ市民協働のほうとの連携みたいな、そういうのは取
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れたりしていますか。 

○警防課長（齋藤誠君） もちろん、市民協働推進課のほうの補助金を利用しまして、自治会さん

などがＡＥＤを置きましたら、お願いをしまして、うちのほうからホームページで設置場所を公開

してよろしいですかということでお伺いをして、承認を頂ければホームページのほうに設置箇所と

いうことで、誰でも使えるようなＡＥＤの場所を表示しておりますので、そこら辺は十分連携をし

て今後も対応したいと思います。 

○委員（坂巻宗男君） ぜひいろいろな形で連携はしていただきたいと思います。 

 今回、９月１日号の広報の表紙で、ＡＥＤ、救急体制についての認知を呼びかける広報で、非常

にインパクトがあって私よかったなというふうに思っています。何か反響もあります。 

 そういう中でＡＥＤ講習などを受けている方々も増えてきていると思うんだけれども、実際、こ

のコンビニエンスストアのＡＥＤがどれだけ使われたのかというところで、資料も頂いたところな

んだけれども、過去５件ですか、今までに使われているというふうなところなんだけれども、その

辺ちょっと概要をお聞かせいただけますでしょうか。 

○警防課長補佐（竹田義成君） 平成３０年からコンビニエンスストアに設置させていただいてお

りまして、現在、５件使用実績があります。 

 実際に電気ショックの適用だった事例は１件しかないんですけれども、積極的に使っていただけ

ればと思っております。 

○委員（坂巻宗男君） 実際に使用されたのは１件ということですけれども、恐らく持ち出しをさ

れたりなんだりということだったのかなと思うんです。それはケースとしては、コンビニエンスス

トアだから、店舗の中で何かが起きるというケースがあるし、それから道路などで事故などが起き

てというケースがあるだろうし、それから近隣で何かが起きて駆けつけてＡＥＤを借りに来るとい

うケースがあるんじゃないかなと、大きく３パターンぐらいあるのかなと思うんだけれども、この

５件に関して言うと、どういった背景があったのかというのはお分かりでしょうか。 

○警防課長補佐（竹田義成君） 詳細までは、申し訳ないんですけれども分かってはいないんです

けれども、店舗の中であったり、もちろん、店舗外で発生した事案に関しまして、店舗のＡＥＤを

取りに来ていただいて、対応していただいたというふうに聞いております。 

○委員（坂巻宗男君） その辺ぜひ消防のほうでも、どういった状況だったのかというのを、今は

分からないということなのかもしれませんけれども、把握はしておいていただいたほうがいいのか

なと思うんですよね。 

 実際にはこの利用があったというのは、どういった形で、コンビニエンスストアのほうなどから

話が行くんですか。あるいは機械のほうで、もう使われたという意味で自動的に消防のほうに行く

のか、その辺いかがなんでしょうか。 
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○警防課長補佐（竹田義成君） 使用に関しましては、救急車が呼ばれますので救急隊がそこで対

応いたします。コンビニエンスストアに設置してあるＡＥＤに関しましては、パッド等も使いまし

たら、すぐに補充等もありますので、救急隊から消防本部の警防課のほうに連絡が来るようになっ

ております。 

○委員（坂巻宗男君） そうするとこの５件というのは、基本的には救急隊が駆けつけている案件

というふうに理解してよろしいんですか。 

○警防課長補佐（竹田義成君） この５件に関しましては、救急出場しております。もちろん、救

急出場がない場合に使用した場合も、コンビニエンスストアさんからうちのほうに連絡が来るよう

にはしてありますので、件数は分かります。 

○委員（坂巻宗男君） 分かりました。 

 実際に使われたケースは１件だったということなんですけど、その場合というのは、いわゆる消

防隊の方が使ったという意味ではなくて、市民の方というのかな、あるいは店舗の方などが使った

ということじゃないかと思うんだけど、それはどういった状況だったんですか。 

○警防課長補佐（竹田義成君） ＡＥＤ、５件使用ということなんですけれども、電気ショックが

必要だったケースが１件となります。電気ショックが必要だった件に関しましては、店舗内の従業

員が倒れてしまいまして、そこのＡＥＤを使用したんですけれども、ＡＥＤを実践されたのは店舗

にいた一般の方が電気ショックしていただいております。 

○委員（坂巻宗男君） それはつまりお客さんがやってくれたということなんですね。 

 ちょっと私は逆のパターンなどを想定していたんだけど、いわゆるお客さんが倒れてしまって、

ＡＥＤを店舗の方がやってくれたというのではなくて、逆のパターンもある。 

 例えばそのお客さんなどは、やはりこのＡＥＤ講習とか、救急救命講習とか、そういうのを受け

られていて、とっさに使われたとか、その辺はお分かりになりますか。そこまでは分からないです

か。 

○警防課長補佐（竹田義成君） 申し訳ありません、そこまでは確認しておりません。 

○委員（坂巻宗男君） いずれにしても大変ある意味で勇気の要る行動ですし、お客さんがいてく

れてよかったなというところもあるわけなんですけれども。 

 このやはりＡＥＤを含めた救急の講習などをより多くの人たちに受けてもらうことで、市民全体

で、みんなの命とか健康を守っていこうというふうな形につながっていくので、そういった意味で

の取組がこれからも必要だと思います。今年度に入っちゃうけど、９月１日の広報でもあれだけ

大々的にやられているので、また、反響などもあって、そういった講習などを受けようという人た

ちも増えているのかなと思うんですけど、この辺、令和５年度を含めて、今、その救命講習などの

受付状況あるいは受講状況っていうのはどういうふうになっているのか、お聞かせください。 
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○警防課長補佐（竹田義成君） 今、委員おっしゃったとおり、９月１日の「広報あびこ」、かな

り反響がありまして、１０月にある救命講習なんですけれども、一般公募で募集しているんですけ

れども、想定以上に反響がありまして、定員オーバーという形になってしまっておりますので、救

急講習のほうもこれからちょっと増やしていかなければいけないなというふうに考えております。 

○委員（坂巻宗男君） 何ていうか、うれしい悲鳴といいますかね、私も自治会などで１１月頃の

お話ししたけど、今のお話だとちょっと後ろ倒ししなくちゃいけないかなと思ったりしました。 

 いずれにしても、こういった形でまずＡＥＤがこういったところにありますよと、さっき言った

自治会も含めて増えてきているので、ありますよというのをしっかり告知していただいて、なおか

つそういう受講を受ける方を増やしていただいて、本当に我孫子市全体の救命率というのかな、そ

ういったものを上げていただくように御努力を引き続きお願いしたいと思います。最後に御答弁お

願いします。 

○警防課長（齋藤誠君） 坂巻委員の言ったとおり、普及する啓発活動、十分大事だと思いますの

で、十分また広報、また、消防隊も自衛消防訓練なども行っていますので、そこら辺でＡＥＤ講習

を受けていただけるよう呼びかけていきたいと思います。 

○委員（佐々木豊治君） ちょっと細かいことで申し訳ないんですけれども、先ほどお伺いしまし

たけれども、２４５ページでございます。一般職人件費がこれは１３億７，６７７万５，１８１円

とあるんですけれども、今、人口が、このように伸びていない状況の中で、確かに消防職員の皆さ

んも大変だと思いますけれども、今現在１５１名いらっしゃいますね。ですから、将来的にはもっ

と増員というか、職員が必要になってくるかなと私は思っているんですけれども、その辺は将来的

にはどのように職員の増員というんでしょうか、お考えになっておるんでしょうか。お願いいたし

ます。 

○総務課長補佐（勝矢秀樹君） 将来に向けた人員の計画になりますけれども、まず、目下の目標

としましては、令和８年度を目指しております湖北の消防署の開署がありますので、そちらのほう

の段階では１７４名の条例定数ということで改正いただいておりまして、そこを目指した増員を今、

実施している状況でございます。 

○委員（佐々木豊治君） 現況の姿を見ていると、本当に特に救急医療なんかもすごく多いもんで

すからね。その辺を鑑みて、当然、今１７４名の令和８年の云々というお話を聞いたんですけれど

も、これはやっぱり令和８年と言わずに、人事課のほうに計画的に増員を要望していくということ

は、私は大変大事なことじゃないかなと思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。 

○総務課長補佐（勝矢秀樹君） 委員おっしゃっていただけるとおり、私どもも消防体制の維持に

向けた人員の確保というのはとても大事なことだと思っております。そこも含めまして、関係課の

ほうと綿密に打合せ等させていただきながら、計画的にそちらのほうの体制の確保を図ってまいり
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たいと考えております。 

○委員長（日暮俊一君） 佐々木委員、決算の審査ですので、それを踏まえてお願いします。 

 数字が全然出てこなくて、所管にいきなり入らないようにお願いします。 

○委員（佐々木豊治君） 委員長、もう１点よろしいでしょうか。 

 それとお聞きしたいんですけれども、２４５ページなんですけれども、車両購入費として

７，３１６万２，８４０円計上しているんですけれども、年々車両が増えていると私は思ってい

るんですけれども、いずれにしてもこの増えたときに、例えば年間見ていると通じて消防車を廃車

するという局面を見ているんですけれども、その場合、廃車する場合はどのような形で対応してお

るんでしょう。例えば入札するとか、もちろんやっていると思いますけれども、そういうような形

でどのような状況で今現在なっているんでしょうか。 

○総務課長（国本浩二君） 更新した車両につきましては、官公庁のオークションにおいて売却を

している状況です。 

○委員（佐々木豊治君） たしか３６台あるということをお聞きしたんですけれども、いずれにし

てもこれは非常に特別な車両でございますので、非常に人気ある割には、人気ないと言えばおかし

いんですけれども、非常に希望者がおるようなんですね、話を聞くと。我孫子の場合はどのような

状況になっておるんでしょうか。 

○総務課長補佐（勝矢秀樹君） 国本のほうからお答えさせていただきましたとおり、ネットオー

クションを活用して入札という形でやっているんですけれども、今、資料を持っていませんので、

実施したところの正確な数字というのは持ち合わせていないんですけれども、一定程度、複数者、

二、三者ということではなく、それ以上の形の応札はいただいた中で、最高値、高い値段を入れて

いただいたところを落札者として、売却させていただいているというような流れになります。 

○委員（佐々木豊治君） これは大変難しいんですけれども、車１台例えば査定はどなたがするん

でしょうか。入札かける前に査定すると思いますけれども。 

○総務課長補佐（勝矢秀樹君） 査定といいますか、過去の実績、またはほかの自治体等で出して

いただいている年式とか距離とか、そういった部分も含めまして比較しながら、こちらのほうで最

低の価格を設定させていただいているというような形になります。 

○委員（佐々木豊治君） 皆さん御案内のとおり、消防車というのはお子さんに大変人気があるん

ですね、はっきり言うと。だから、よく子どもたちが乗りたいという希望がすごく多いんですね。

ですからその廃車した車を何か公共施設に置くような体制づくりというのは、私はよくお伺いする

んですけれども、そういうような考えはないんでしょうか。 

○総務課長補佐（勝矢秀樹君） 東京消防庁とか大きいところですと、消防博物館とかありまして、

そういうところで展示というのはあるんですけれども、私ども廃車した車なんかをちょっと展示し
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ておくというような試みは実施してはいないんですが、いろいろな自治会さんの自衛消防訓練であ

るとか、お祭りであるとか、そういったところに消防車等を出向させていただきまして、災害があ

れば対応してしまうという場合はあるんですが、そういった場でちょっと触れ合っていただいて、

簡単に車内乗っていただいたり写真撮っていただいたりというような形では対応させていただいて

おります。 

○委員（佐々木豊治君） いずれにいたしましても、例えば廃車した車を、公園とかいろいろ置く

と維持管理とかいろいろな体制が大変難しいと思いますけれども、非常に市民の皆さんからのそう

いう要望があるんですね。何かどこかの公共施設に置いてくんねえかななんて、そういう希望ある

んですけれども、その辺を鑑みて検討する値は私はあると思うんですよ、いずれにいたしましても。

その辺十分御検討していただいて、やっぱり置ければいいかなと思うんですけれども、その辺どの

ように考えているか。 

○総務課長補佐（勝矢秀樹君） 私ども消防だけでちょっと決められることではありませんので、

関係課含めて検討はさせていただく部分あるんですけれども、そういった形も含めて、いろいろな

形で消防という災害という部分を認知していくための活動ということで、ほかの部分も含めて対応

してまいりたいと思います。 

○委員（芹澤正子君） 決算書２４９ページ、説明資料が７７ページの上段です。 

 救急・救助活動費（うち消耗品購入分）。これはコロナウイルス感染症がはやっていたときに、

救急車が出るたんびにみんな消防の人は着替えていたのを見たことがあります。いつまで使用して

いましたでしょうか。衣類全部、着替えていましたでしょう。 

○警防課長補佐（竹田義成君） 消耗品に関しましては、現在の救急活動でも使用させていただい

ております。 

○委員（芹澤正子君） 分かりました。 

 私がちょっとこれ質問したのは、もう５類になってから使っていませんって言ったら、余りをど

うするんだろうと思ったもんですから。２４９ページには消耗品費として９０９万円ぐらい載って

いましたけど、そのうち６３８万円がここに計上されていたから、２７０万円については何かここ

に載せない消耗品であるということなんですね。回答をお願いします。 

○警防課長補佐（竹田義成君） この説明資料に載っていますものが全部入札をしておりまして、

それ以外のものがここに載っていないという状況になります。 

○委員（芹澤正子君） 分かりました。大変だと思うんですけど、１回ずつ着替えている場面をつ

くし野分署で見たもんですから、救急車が出るたんびに上下で着替えて、時間もかかるだろうし、

大変だなと思っていました。 

 どうぞ頑張ってください。ありがとうございました。 
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○委員（船橋優君） 私は、説明資料の８０ページにあります消防本部と西消防署について、感染

症流行時における業務継続のためのトイレと洗面所の感染症対策改修工事を実施したということで

すけど、これは具体的に言うとどういう感じの工事でしょうか。 

○総務課長（国本浩二君） 新型コロナ感染症が流行していましたので、その感染症の対策という

ことで、国のほうからも感染症流行時においても業務が継続できるような体制を取りなさいという

ことで通知がございましたので、そのためのトイレ、また洗面、あと個室の風呂場ですね、そこら

辺を改修しております。例えばトイレに関しましては、床を乾式にしますとか、あとは洗面のとこ

ろでは非接触型の水道が出るというところの改修となります。 

 いずれにせよ感染症の対策を実施したというところになります。 

○委員（船橋優君） それじゃ、あれですね、特別な例えばエアシャワーをつけたとかそういうん

じゃなくて、一般的に水道の蛇口に触らないとか、そういう今一般的に行われているようなことを、

消防署も古いんで新しくしたというような感じでよろしいんですかね。それであれですか、効果は

やはりかなりあったんでしょうかね。 

○総務課長（国本浩二君） やはりトイレ、洗面となりますと、うちは職員だけじゃなくて外部の

方もいらっしゃいますので、そこら辺も含めて一時、感染症の拡大ということでクラスターになっ

たときもございましたが、それ以降は感染拡大という形はないので、効果は得ているんだろうと思

っております。 

○委員（船橋優君） 分かりました。 

 また、これからもひとつよろしく頑張ってください。回答結構です。 

○委員長（日暮俊一君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（日暮俊一君） 暫時休憩します。 

午前１０時４１分休憩 

─────── 
午前１０時４２分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

 消防費に対する質疑を打ち切ります。 

 暫時休憩します。 

午前１０時４２分休憩 

─────── 
午前１０時４４分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 
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 これより、公債費及び予備費について当局の説明を求めます。 

○財政部長（中光啓子君） それでは２９８ページをお開きください。 

 款１０の公債費の支出済額は３１億３，８１１万５２９円で、前年度から５，１１７万７，００８

円減、率にして１．６％減になりました。 

 次に、款１１の予備費においては、当初予算１億５，０００万円のところ２，８３７万８，０００

円を増額補正し、災害対応など緊急性の高い事業に１億７，４２０万円を充用いたしました。 

 説明は以上です。 

○委員長（日暮俊一君） ありがとうございます。 

 以上で説明は終わりました。 

 これより公債費及び予備費に対する質疑を許します。 

○委員（坂巻宗男君） １つ、今回、公債費が３１億円強で、これは毎年変わらない額というあた

りですけれども、歳入のところでお話ししましたけれども、市債が非常に少なかったというところ

で、令和５年度のいわゆる市債残高がかなり減少しただろうと思うわけですが、その辺の数値をお

願いいたします。 

○財政課長（加藤靖男君） 令和４年度末残高が３４２億４，０００万円程度だったものが令和５

年度末では約３２５億円となっております。内訳としましては、まず、臨財債が約１７億円程度減

少した一方で、その他通常債も約１億円程度減少したというような内容となっております。 

○委員（坂巻宗男君） この年度で十数億円市債を減らすことができたというふうな形だと思うん

ですね。これは恐らくは過去を見ても、これだけ減少させられたというのは、幅としては一番大き

いのかなと思うんですけど、いかがですか。その辺、過去の事例など調べて。大体そもそも市債を

減少させるというのが何年かに一度というぐらいの機会しかないんですけれども。そういう中でも、

とりわけてこの令和５年度は市債残高の減少に貢献できた年じゃないかなというふうに見ているん

ですが、その点いかがですか。 

○委員長（日暮俊一君） 暫時休憩します。 

午前１０時４８分休憩 

─────── 
午前１０時４８分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開します。 

○財政課長（加藤靖男君） 残高の点で言いますと、これまでいわゆる臨財債の始まって以降、ず

っと臨財債の増額に歩調を合わせる形で増額をしていたんですけれども、ここに来て臨財債の返済

が完了した部分ですとか、あと一方で新たな借入れもここのところ減少傾向にあると。このあたり

が大きな要因になっておりますので、こういった大幅な残高の減というのは、やはり影響としては
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臨財債の影響が大きいというふうに考えております。 

 単年度で見た残高の減という意味で言いますと、過去には類がないような減少幅になっているか

と思っております。 

○委員（坂巻宗男君） そういう意味で、令和５年度、一つ財政的な意味での特徴だったのかなと

いうふうに私も捉えています。これは歳入のところでもお話ししましたけど、この傾向がこれから

も続くかというと、今後、個別の建設事業などが続く中で、やはり臨時財政対策債を借りなくとも、

個別の事業債が上積みされて、なかなか市債を減らす状況が生まれてこないんではないかなという

ふうに想定はするんですが、ただやはりできる年度で、このような形でぐっと減らしていく、ある

いは少額だけれども数年続けて減らしていくとか、そういった形のサイクルを取りながら、財政の

均衡というのを図ってもらいたいというふうに思いますので、財政のほういろいろと資金繰り等大

変な部分もあると思いますけれども、全庁的な意味で視野を広く持っていただいて、財政運営にこ

れからも当たっていただきたいと思います。最後に御答弁お願いします。 

○財政課長（加藤靖男君） ここのところ、今、申し上げましたとおり臨財債の減少が大きいので、

残高としてむしろ減る傾向にはなっているんですけれども、その内訳を見ますと、やはりその分、

事業債の比率が高まっているという形となっておりますので、今後の公債費負担等も視野に入れた

中で、この残高、さらに内訳というものは注視を続けていきたいというふうに考えております。 

○委員（芹澤正子君） 説明書の１０５ページ、それで決算書は２９８、２９９ページです。 

 単純に、何年か前も一度聞いたことあるんですが、事業の内容の支払決算額の表によると、利息

がそれぞれの債権に対してパーセントが違っているんですね。１．６％とか３．６％とか５．４％

とか。それでなるべく安い金利のものに借換えということはできないんでしょうか。何年か前にも

同じ質問をしました。 

○副市長（渡辺健成君） 地方債の借入れは、財務省とか政府系の金融機関と、あと民間の銀行さ

んがございます。これはいずれも借入れの相手方の融資条件に従って借入れをしているわけなんで

すけれども、過去において金利が高いものがあったときには、国のほうの政策的なもので補償金免

除の繰上償還という制度がありました。 

 やはり貸すほうも、当然、一定の利益を確保した上でその利息設定をしておりますので、いきな

り返されても、将来、得るべき利息の分を得られないということで、通常は繰上償還できるんです

が、その場合は公的なものであっても補償金というのが発生しますので、結局は長年返していって

も、途中で繰上償還をしても、同じぐらいの利息の負担が発生するという形になりますので。その

補償金の免除の制度があるようなときは積極的に繰上償還をしておりますけれども、それ以外につ

いては市のほうが繰上償還をしたことによって、よほど何か有利になるというようなことがない限

りは、繰上償還をしても効果がないという形を捉えていますので、やっぱり各年度の財政状況とか
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を見ながら、その辺は判断をしてまいりましたし、金利の負担軽減が図れる場合については、繰上

償還というのは今までも積極的にやってまいりました。 

○委員（芹澤正子君） １０億円を借りていて利息が５，８０９万円というのはすごく高いと思っ

たもんですから、その他の事業債の合計が。その一覧表の一番下。 

○委員長（日暮俊一君） 暫時休憩します。 

午前１０時５４分休憩 

─────── 
午前１０時５４分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開します。 

○委員（佐々木豊治君） 予備費についてちょっとお伺いしたいんですけれども、当初予算で１億

５，０００万円あったと思います。それで基本的に補正予算を最終的に組まなきゃいけないような

状況が生まれる状況が多々あるんです、最近はね。ですからその辺はどのように財政部局は捉えて

おるんでしょうか。お願いいたします。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 基本的には議会の議決を経て予算を措置することを前提にしてお

ります。ただし、緊急やむを得ない場合などについては、予備費を長の権限で執行させていただい

ているという状況です。 

○委員（佐々木豊治君） 政策的にいろいろあると思いますけれども、予備費を当初予算で例えば

１億５，０００万円計上して、取り崩していくというような体制が多々ありますので、何かその辺

が、それでは何に使われたのかということを雑駁でいいですから、ちょっとお聞きしたいんですけ

れども。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 毎議会の事務報告でも御報告をしておるとおりなんですが、令和

５年度の主な予備費の充用については、まず、マイナンバー交付前事務支援業務委託料で約

１，８００万円、それから、病害虫による公園樹木の管理委託料、この金額が１，６００万円、そ

れから、久寺家中学校の外壁剥落の件がありましたので、それを受けて緊急対応ということで

１，３００万円を充用しております。 

○委員（佐々木豊治君） できればきちっと、例えば久寺家とかいろいろな学校の問題も予算を計

上しているということでございますけれども、その見込額はね、どうしてこうなんでしょうかね、

よりも出ちゃうという形になるわけですよ、つまりね、予算よりも。ですから、今、言ったように、

予備費から充当するというような形を取っていると思いますけれども、その辺をうまくやっぱりコ

ントロールしていかないと、これは困ると思うんです、私は。総予算の中でこうなんですから。だ

から、その辺をきちっと押さえながら、やっぱり予算というものは、皆さん大変だろうけれども、

政策事業ですからね。突発的に出ることですから。そのために予備費というものは、それを充当し
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ていくという形ですから。その辺はよく考えて当初予算できちっと押さえていただきたいなと。こ

れは至難のわざですけれども、大変ですけれども、その辺はどのようにお考えになっているんでし

ょうか。 

○財政課長補佐（杉森敬規君） 事故ですとか災害についての予算というのは、やはり見込みが立

てられないものになりますので、そのあたりについてはできるだけ緊急性も踏まえて、予備費を充

用するか否かについては、財政課のほうでも厳しくチェックをしていきたいと思っています。 

○委員（甲斐俊光君） 決算説明資料の１０５ページの、ちょっと１点、本当、単純な疑問なんで

すけど、支払いの財源内訳で、その他のところで市営住宅使用料が２，２７１万１，０００円入っ

ているんですけれども、私これ、ほかの歳入のところで別に市営住宅使用料はあったと思うんです

が、こちらの公債費に入れている理由というのはどんな理由なんでしょうか。 

○財政課長（加藤靖男君） 市の決算を迎えた後に決算統計調査というものを行います。その中で、

入りと出だけではなくて、その入りをどこに充てたのかということも併せて追跡のほうをしてまい

ります。 

 その中で、市営住宅使用料につきましては、その充て方というのがある程度国のほうから示され

ておりまして、基本的には維持管理、補修等にまず充てていきますが、そこで充て切れなかった部

分については、例年の処理という形にはなるんですけれども、市営住宅の建設改良に充てた部分の

公債費に充てるというふうにしております。 

○委員（甲斐俊光君） ありがとうございます。 

 市営住宅改修費用の分の建設債に充てているという、そういう形なんですね、決算統計。なるほ

ど、歳入で別立てしているので、こちらでなんで出てきたのかなと思った次第です。分かりました。

ありがとうございます。 

○委員長（日暮俊一君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（日暮俊一君） 暫時休憩します。 

午前１１時００分休憩 

─────── 
午前１１時００分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

 公債費及び予備費に対する質疑を打ち切ります。 

 以上で、議案第１１号に対する質疑を打ち切ります。 

 暫時休憩します。 

午前１１時００分休憩 
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─────── 
午前１１時０２分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

 これより議案第１２号、議案第１３号及び議案第１４号を一括して審査いたします。 

 議案第１２号、令和５年度我孫子市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議

案第１３号、令和５年度我孫子市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第１４号、

令和５年度我孫子市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、当局の説明を求めます。 

○健康福祉部長（飯田秀勝君） それでは、議案第１２号、令和５年度我孫子市国民健康保険事業

特別会計歳入歳出決算の認定について御説明いたします。 

 初めに、国民健康保険の概況についてです。 

 決算説明資料の１１０ページをお開きください。 

 歳入決算額１１４億９，３７２万４，０００円、対前年度比０．８％増となり、歳出決算額は

１１５億４，０７７万円、対前年度比１．４％増となりました。決算額の財源内訳と支出内訳は表

のとおりとなります。歳入歳出差引額はマイナス４，７０４万６，０００円、対前年度比３６１．３％

減となりました。歳入が歳出に不足することから、地方自治法施行令第１６６条の２の規定により、

翌年度歳入繰上充用金で歳入不足を補塡しました。 

 次に、国民健康保険加入状況は、令和６年３月３１日現在で加入世帯数は１万７，２０５世帯、

対前年度比０．３０％、５１世帯の減、世帯の加入率２７．５０％、前年度から０．５８ポイント

減となり、加入者数は２万４，１２３人、対前年度比２．６９％、６６８人の減、加入率１８．３８％、

前年度から０．５５ポイント減となりました。また、加入者の内訳として、退職者医療制度の経過

措置が終了していることから、退職者被保険者数はゼロ人となります。 

 それでは、歳入歳出決算について決算書の事項別明細書により主なものを御説明いたします。 

 決算書の３１０ページをお開きください。 

 初めに歳入です。 

 款１国民健康保険税の収入済額は２５億３，９８５万２，７３８円、対前年度比２．４％、

６，０３５万９，５５６円の増となりました。また、調定額は３１億９，９３８万８，７２４円、

対前年度比０．１％、２１６万３，２９７円の増となっています。主な要因は、令和５年度に後期

高齢者支援金分の税率等を改定したためです。現年課税分の収納率は９３．５９％と、前年度から

０．４ポイント減少しましたが、現年課税分及び滞納繰越分全体の収納率は７９．３９％と前年度

から１．８４ポイント増加しました。 

 次に、不納欠損額の５，４８１万１，９８２円につきましては、対前年度比２９．７％、２，３１１

万３，６３９円の減となりました。これは財産調査に基づき滞納処分を強化しているためです。 
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 ３１２ページをお開きください。 

 款５県支出金、項１目１保険給付費等交付金のうち、右側の３１３ページになりますが、節１保

険給付費等交付金（普通交付金）は、市が保険給付費に要した費用に対して交付される交付金とし

て、収入済額は７７億３，４３９万９，５６５円、対前年度比０．３％、２，０８２万５，７０６

円の減となりました。これは被保険者が減少したことなどに伴い、保険給付費が減少したことによ

るものです。 

 節２保険給付費等交付金（特別交付金）は、市町村の特別の事情に応じて交付される特別調整交

付金、都道府県繰入金の２号繰入金分、保険者努力支援制度分、特定健康診査等負担金分などを合

わせた交付金として収入済額は１億５，５７６万７，０００円、対前年度比７．８％、１，３２２

万８，０００円の減となりました。これは保険者努力支援制度分、特別調整交付金分などが減とな

ったことによるものです。 

 款６繰入金の収入済額は１０億７８３万５，０００円、対前年度比２７．５％、２億１，７４１

万１，７７４円の増となりました。これは一般会計から赤字補塡を目的とした繰入れを行ったこと

などによるものです。 

 ３１４ページをお開きください。 

 款７繰越金の収入済額は、１，８００万３，６８９円、対前年度比８９．２％、１億４，９１６

万２，４８１円の減となりました。 

 款８諸収入の収入済額は３，７４５万４，３８２円、対前年度比０．３％、１２万５，３５５円

の増となりました。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ３２０ページをお開きください。 

 款１総務費の支出済額は２億１，５３５万２，３９１円、対前年度比０．５％、１０９万８２３

円の増となりました。総務費は、職員の人件費や事務運営費、賦課徴収費などに要する経費で、増

額となった主な理由は、項１目１の一般管理費のうち、令和５年度は２年に１度の保険証一斉更新

がなく、国民健康保険事務運営費の通信運搬費が減となったものの、人事異動等に伴い一般職人件

費が増となったことによるものです。 

 ３２２ページをお開きください。 

 款２保険給付費の支出済額は７７億８，３６０万９，８６７円、対前年度比０．２％、１，７７３

万９，４０７円の減となりました。保険給付費は、療養諸費や高額療養費、出産育児一時金、葬祭

費などの給付に要するもので、被保険者数の減少などから減額となりました。 

 ３２６ページをお開きください。 

 款３国民健康保険事業費納付金は、広域化により県が算定した納付金を県に納付するものです。 
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 項１医療給付費分は、目１一般被保険者医療給付費分と、目２退職被保険者等医療給付費分を合

わせて２２億１，５２３万５，０８４円、対前年度比３．４％、７，２９６万８，６６２円の増と

なりました。 

 項２後期高齢者支援金等分は８億９，５０２万６，０３４円、対前年度比１８．４％、１億

３，８８４万５９４円の増となりました。 

 項３介護納付金分は２億８，９４２万１，５５６円、対前年度比６．２％、１，９０７万５，５８２

円の減となりました。なお、国民健康保険事業費納付金全体では、対前年度比６．０％、１億

９，２７３万３，６７４円の増となりました。 

 款５保健事業費の支出済額は１億２，２４３万６，５７５円、対前年度比１．９％、２３７万

８，５２５円の減となりました。減額となった主な理由は、３２８ページになりますが、項１目１

の保健衛生普及費のうち、データヘルス計画等の計画期間満了に伴う次期計画策定支援業務の委託

により、データヘルス計画に基づく保健事業委託料が増となったものの、項２目１の特定健康診査

等事業費である特定健診・特定保健指導を健康づくり支援課へ執行委任していることに伴う一般会

計繰出金が減となったことによるものです。 

 款６諸支出金の支出済額は１，９６８万８，５００円、対前年度比２６．３％、４０９万８，７３８

円の増となりました。増額となった主な理由は、項１目１の一般被保険者保険税還付金が還付件数

の増加により増となったことによるものです。 

 以上で、国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。 

 続きまして、議案第１３号、令和５年度我孫子市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

御説明いたします。 

 初めに、介護保険の概況についてです。 

 決算説明資料の１１３ページをお開きください。 

 歳入決算額１２０億５，２９４万円、対前年度比６．５％増となり、歳出決算額は１１８億

９，６３９万９，０００円、対前年度比７．９％増となりました。決算額の財源内訳と支出内訳は

表のとおりとなります。決算額の歳入歳出差引額は１億５，６５４万１，０００円となり、対前年

度比４６．４％減となりました。 

 次に、介護認定の状況は、令和６年３月３１日時点で、要支援１から要介護５までの認定者数が

７，３８０人となり、対前年度比２７０人増となりました。なお、介護の認定率は１７．９％でし

た。 

 それでは、歳入歳出決算について決算書の事項別明細書により主なものを御説明いたします。 

 決算書の３４２ページをお開きください。 

 初めに歳入です。 
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 款１介護保険料の収入済額は２４億８，０９７万６，２００円、前年度に比べ４４８万７，９００

円の減となりました。 

 減額の理由は、第１号被保険者数は増加しているものの、前年度の合計所得に応じて１４段階に

分けて決定する年間介護保険料において、後期高齢者の増加に伴い低所得者層の第１段階から第３

段階までの対象者が増加し、高額所得者層の段階の対象者が減少しているためと推測されます。 

 次に、中段の款２国庫支出金２４億９，７５１万３，４０６円、決算書３４４ページの下段、款

３支払基金交付金の２９億５，７４６万７，３４８円、さらに３４６ページ、上段、款４県支出金

１６億８，２４７万３，１２１円は、いずれも介護給付費、地域支援事業費の歳出増額に伴い増額

となりました。 

 同じく３４６ページ、下段の款６繰入金は２１億４，１６５万１，０００円となり、対前年度比

１３．７％の増となりました。 

 次に、決算書３５０ページ、下段の款８項２目１の第三者納付金は、交通事故の第三者行為が原

因で利用した介護サービス費用について、加害者の負担した費用が国保連合会を通して納付された

もので、８万３８４円となりました。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 決算書３５４ページをお開きください。 

 款１総務費の支出額は２億８，１７９万１，４５９円で、対前年度比５．３％の増となりました。 

 ３５５ページ、下から２つ目の丸、介護保険事務運営費のうち介護保険事務処理システム改修業

務委託料は、次年度からの制度改正に伴うシステム改修のため、９６０万８，０００円を増額補正

により措置し、支出額は７３１万２，８００円となりました。 

 介護保険事業計画策定業務委託料は、３月に策定を完了した第９期介護保険事業計画・第１０次

高齢者保健福祉計画の策定に係るもので１６０万２，４８０円を支出しました。 

 さらに、同じく３５５ページ、下から１つ目の丸、認知症施策推進計画に係る策定準備支援事業

は、令和５年度介護保険事業費補助金（令和５年度補正予算分）を活用し、令和６年３月に急遽、

認知症の啓発イベントを開催することになったため、総額４４万２，０００円の予備費を充用し、

事業を実施したものです。 

 続いて、決算書の３５６ページの下段、款２保険給付費の支出額は１０６億７，５４５万７８３

円で、対前年度比７．１％の増となりました。 

 主な増額の内訳としては、同じく３５６ページの下段、項１目１居宅介護サービス等給付費のう

ち、右側備考欄の下段、下から１つ目の丸、居宅介護サービス給付費の訪問介護や訪問看護、通所

介護、居宅療養管理指導などのサービス利用が、新型コロナの５類相当への移行の影響も含め伸び

ていること、併せて３５８ページ、備考欄、上段の上から５つ目の丸、居宅介護サービス計画給付
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費が連動して伸びたことによるものです。 

 決算書の３６０ページをお開きください。 

 下段、款３地域支援事業費の支出額は５億２，９５１万７，７７０円、対前年度比１０．３％の

増となりました。 

 決算書の３６２ページ、上段、備考欄１つ目の丸、介護予防・生活支援サービス事業費のうち、

通所型サービス費が対前年度比１３．８％増となりました。 

 決算書の３６４ページ、上段、項３目１包括的支援事業費の備考欄２つ目の丸の２行目、地域包

括支援センター運営委託料は、市内５地区の高齢者なんでも相談室の運営委託料で、前年度より

１，０７９万３，４３６円の増となりました。これは、高齢者人口の増加により、湖北・湖北台地

区高齢者なんでも相談室に職員１名を増員し、相談スペースを確保するため相談室を移転し、相談

体制を強化したことにより、移転費用など委託料を増額したことによるものです。 

 続きまして、３６７ページ、備考欄３つ目の丸、在宅医療・介護連携推進支援事業費のうち、地

域在宅医療体制構築支援事業委託料として４２７万６，０００円を支出しました。政策的な事業と

して、我孫子医師会に事業を委託し、地域医療コーディネーターを１名医師会に配置することによ

り、在宅医療と介護の連携を図る地域医療体制を整備しました。 

 最後に、決算書３６６ページ、款４項１目１介護保険財政調整基金積立金は１億５，６６０万

６，０００円を積立て、基金残高は令和６年３月末で１４億７，６６６万６，０００円になりまし

た。 

 以上で、介護保険特別会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。 

 最後に、議案第１４号、令和５年度我孫子市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につい

て御説明いたします。 

 初めに、後期高齢者医療の概況についてです。 

 決算説明資料の１１８ページをお開きください。 

 歳入決算額２５億１，２２５万３，０００円、対前年度比３．８％増となり、歳出決算額は２４

億９，９０５万６，０００円、対前年度比４．６％増となりました。決算額の財源内訳と支出内訳

は表のとおりとなります。歳入歳出差引額は１，３１９万７，０００円、対前年度比５６．１％減

となりました。 

 次に、後期高齢者医療加入状況は、令和６年３月３１日現在で被保険者は２万４，０４０人、対

前年度比３．６％、８３３人増となりました。 

 それでは、歳入歳出決算について決算書の事項別明細書により主なものを御説明いたします。 

 決算書の３８０ページをお開きください。 

 初めに歳入です。 
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 款１後期高齢者医療保険料の収入済額は２１億３，３５９万１，８４０円、対前年度比２．６％、

５，３８５万２，３００円の増となりました。増額となった主な理由は、被保険者数の増加による

ものです。 

 款２繰入金の収入済額は３億３，９９３万１，９１０円、対前年度比６．１％、１，９４０万

６，０７０円の増となりました。増額となった主な理由は、低所得者等に対して行われる保険料の

軽減措置に対し、保険基盤安定制度に係る繰入金が増額となったことによるものです。 

 款３繰越金の収入済額は３，００７万８７４円、対前年度比１８２．９％、１，９４４万１９０

円の増となりました。 

 款４諸収入の収入済額は８６５万８，６２８円、対前年度比２．６％、２２万６４９円の増とな

りました。増額となった主な理由は３８２ページになりますが、項３目１の受託事業収入が被保険

者数の増加などにより増となったことによるものです。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ３８６ページをお開きください。 

 款１総務費は、職員の人件費や事務運営費、徴収事務などに要する経費で、支出済額は４，６２６

万６，７５０円、対前年度比３．１％、１３８万４，９４６円の増となりました。増額となった主

な理由は、項１目１の一般管理費のうち人事異動等に伴い一般職人件費が増となったことや、項２

目１の徴収費のうちクレジット収納業務委託料が増となったためです。 

 款２後期高齢者医療広域連合納付金は、被保険者から徴収した保険料と保険料の軽減に対する保

険基盤安定繰入金を千葉県後期高齢者医療広域連合に納付するもので、支出済額は２４億４，７９７

万８，７６５円、対前年度比４．６％、１億８４１万７，７００円の増となりました。 

 款３諸支出金は、保険料の還付金及び還付加算金で、支出済額は４８１万１，０００円、対前年

度比０．２％、９，３００円の減となりました。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。十分な御審議

の上、認定くださいますようよろしくお願いいたします。 

○委員長（日暮俊一君） ありがとうございます。 

 以上で説明は終わりました。 

 これより議案第１２号、議案第１３号及び議案第１４号について質疑を許します。 

○委員（山下佳代君） 説明資料の１１７ページの介護保険、介護の在宅医療と介護連携推進事業

についてお聞きします。 

 この在宅医療の具体的な事業内容をお知らせください。 

○高齢者支援課長（長島公子君） こちらのほうは、令和２年から令和４年までは医師会が県から

補助金をもらっていた事業を、令和５年度から市のほうで行うような形で、我孫子医師会に今、委
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託し、医師会に所属の地域医療コーディネーターが中心となって、医師、各地区高齢者なんでも相

談室、ケアマネジャーなどと、医療と介護の連携のパイプ役となって協力しながら、市で在宅で望

む暮らしを継続できるという地域になるよう支援をしているところです。 

○委員（山下佳代君） ありがとうございます。 

 では、市民の人は高齢者なんでも相談室に行って、この在宅で医療をしたいという場合は、そこ

に言えば在宅の先生が来てくれるというところで理解してよろしいでしょうか。 

○高齢者支援課長（長島公子君） 相談窓口については、今、委員がおっしゃった各地区の高齢者

なんでも相談室が窓口となります。高齢者なんでも相談室にそのような相談が入ったときに、地域

医療コーディネーターのほうと、どういった支援が必要かという協議をしたり、あと関係機関も入

れた会議の中で支援方法を模索していく中で、在宅で医師のそういう訪問が必要だとか、そういっ

た場合には、アウトリーチという形で行っているような状況です。 

○委員（山下佳代君） ありがとうございます。 

 これからまた在宅の診療とか大事になってくると思いますので、よろしくお願いいたします。以

上です。 

○委員（坂巻宗男君） 国保会計の３０６ページ、３０７ページですけれども、私、今回の決算で

一番重要なのは、実は国保会計かなと思っているんですけど、少なくとも私が議員をしている間で、

このように歳入歳出の４，７００万円を超える差引不足額というのが生じ、そのため、令和６年度

から歳入繰上充用金で歳入不足を補塡するというふうなことが起きたというのは、ちょっと記憶に

ないなと思っているんですが。 

 こういった会計処理、単年度で本来、令和５年度のものは令和５年度で処理するというのが会計

原則であろうかと思うんですけれども、こういった令和６年度から会計の足りない分を補塡すると

いうふうな処理というのは、これは適切な処理だという認識を庁内で持っているのか、その辺はい

かがなんでしょうか。部長なり副市長なり、市全体として、こういった今回の国保会計の決算状況

というのをどういうふうに認識しているのか、まず、お聞かせください。 

○副市長（渡辺健成君） １年間の予算を立てて、その中でやっていくという形を取れば、結果的

に決算で赤字が生じるということは、予算を編成している立場の者としてはあってはならないこと

と重く受け止めております。 

○委員（坂巻宗男君） これは６月のいわゆる専決処分があったときの総務の委員会のほうで、私

たちの飯塚議員のほうからも指摘をされて、そのときの答弁、議事録も読ませてもらっていますけ

れども、ちょっと細かく担当のほうに聞いていきますけど。私も過去十数年の決算カードなど見て、

歳入歳出のこういったマイナスがあるのかなと特別会計を含めて見るけど、こういった事例という

のは過去ないんじゃないかと思うんですけれど、この辺はいかがですか。 
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○国保年金課長（海老原正君） 国民健康保険の特別会計に至っては、平成元年まで遡りましたけ

れども、そういったケースはございませんでした。 

○委員（坂巻宗男君） だと思うんですよね。本来、つまりこういった会計処理をしないように、

年度で補正予算などを組みながら、歳入が足りなければ減額補正をして、その年度の中で一般会計

から繰入れなども含めて調整をしながら、歳出を場合によったら絞って処理をしていくということ

をしなければならないようになっているということなんだと思うんです。ところが今回このような

形で歳入不足額が生じたということで、大変にこれは私たち遺憾に感じているところであります。 

 そういう中で、なぜこの国保の会計で歳入不足が生じてしまったのかというこの点に関して、ど

ういった認識を持っているのか、担当のほうからお聞かせください。 

○国保年金課長（海老原正君） 当然、決算におきましては、歳入が歳出を上回って黒字決算とい

うのが通常なんですけれども、今回、逆転で歳入が下回ってしまったという状況でございます。 

 これについては、主な要因としましては、国民健康保険税の現年分になるんですが、見込みを下

回ってしまったというところでありますけれども、決算に向けての国民健康保険歳入の全体の見通

しが少し甘かったということで、反省しているところでございます。 

○委員（坂巻宗男君） ちょっと細かく見ていきますと、３１０、３１１ページになりますけど、

予算額として、国民健康保険税２５億７，６０４万７，０００円で見ていたところ、２５億３，９８５

万２，７３８円しか入らなかったんで、ここでマイナスが既に生じているということになるわけで

すよね。現年課税においても、滞納繰越分においても、マイナスが生じているというような状況に

あるわけなんですけれども、まず、現年課税の部分で、これだけ３，０００万円ちょっとのマイナ

スが生じている。この要因をお聞かせください。 

○国保年金課長（海老原正君） 主な要因としましては被保険者数の見込みが下回ったというとこ

ろが要因となっております。 

○委員（坂巻宗男君） 被保険者数というのは、当然、年度当初に算定をし、６月からですか、保

険料徴収を始めて、１０か月間、３月まで徴収していくという形になると思うんですけど、この当

初の段階での見込みが違っていたと、こういうふうな形になるわけですか。 

○国保年金課長（海老原正君） 被保険者数については、当初、過去の実績を基に推計しているん

ですけれども、６月に当初賦課した時点で、社会保険の適用拡大というものが始まっていまして、

令和４年１０月から、それまで事業所の従業員が５０１名以上の事業所については社会保険の適用

拡大というのが始まっていまして、令和４年１０月から、その人数が引き下げられまして１０１人

以上になったというところが、見込みをちょっと上回る減があったというところで捉えております。 

○委員（坂巻宗男君） そうすると令和４年１０月からだから、令和５年の当初にはその数はある

程度、見込めていたという形じゃないかと思うんですよね。つまり、年度当初で多く見積もってし
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まったとしても、毎月毎月徴収をしていく中で、これは予算額に届かなくなるぞと、調定額多過ぎ

たぞというところで、減額補正をする機会が９月、１２月、３月あるわけですよね。そういったと

ころで、どうしてそこに結びつかなかったんですか。 

○国保年金課長（海老原正君） 最終的に３月補正をする検討をしたんですけれども、そのとき

１２月末現在の収納率のほうの比較をしまして、その収納率が前年度より上回っていたというとこ

ろがありまして、そのまま推移するだろうというところで、３月補正は見送ったところなんですが、

今、委員御指摘のように、徴収率だけではなくて、当然、調定額、そういったものも見ながら推計

をしてというところであれば、９月、１２月、３月のいずれかの時点で補正できていたのではない

かということで反省はしているところです。 

○委員（坂巻宗男君） いわゆる徴収率であれば、例えば後半で落ちてしまったということなら、

何となくそういうやむを得ない事情、例えばそれこそ令和５年の１０月から、国保だった人が社会

保険に移ったとかいうことであれば、それも理由にはなるかなと思うんだけど、令和４年の１０月

からそういった変化が生じていれば、その数は令和５年のかなり早い段階で分かるだろうし、つま

り本来その数のところで考えなければいけなかったのにもかかわらず、徴収率がよかったのでこの

まま伸びるだろうというところで、その母数の部分というのを見誤ってしまったというところが、

今回の要因ではないのかなと、そのヒアリングなども含めて思うんだけど、その辺はいかがなんで

すか。 

○国保年金課長（海老原正君） 被保険者数の見込みについては、社会保険の適用拡大がどのくら

い影響があるかというところが見えませんでしたので、当初予算ではその影響というのは反映して

おりませんでした。なので、令和５年度に入って、６月時点でのその状況を見て、当然、あとほか

の要因とかもあって、当初、見込んだ数字と調定額が違ってきている部分がありましたので、その

辺は９月補正であるとかで補正すべきであったとは思います。 

 ちょっと言い訳になってしまうかもしれませんけれども、今まで国民健康保険税の現年度分につ

いては予算額を上回っている決算という流れがありましたので、そちらのほうで考えが甘くなって

しまいまして、こういう赤字決算というものになってしまったと捉えています。 

○委員（坂巻宗男君） 今、課長おっしゃられたように、過去を少し私も見てみたけれども、令和

４年度は予算額がトータルで２４億７，３２０万５，０００円だった予算額に対して、収入済額が

２４億７，９４９万３，１８２円ですから、６００万円ぐらい令和４年度は上回った。令和３年度

などを見ても、予算額が２４億５，８６３万円に対して、収入済額が２５億９，１５１万２，２４２

円ということですから、これはかなり大きく、１億４，０００万円ぐらいかな、上回ったという形

で、ある意味では適切に見込めていたというところなんだろうと思うんです。 

 それがそういう傾向が今までもあったから、令和５年度、そういった形で進むんだろうという見
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込みがあって、こういった歳入不足に陥ってしまったということかなと思います。 

 令和５年度でこういったことになったから、令和６年度から繰り入れる。もうこれは事務処理上

やむを得ないと思うんだけれど、この令和５年度を踏まえて、例えば令和６年度の会計処理という

のはどういうふうにやっているんですか。 

○国保年金課長（海老原正君） 令和６年度につきましては、６月の当初賦課が終わりましたので、

そこである程度、調定額が見えましたので、今回の９月の議会のほうに調定額に合わせたような補

正予算を提出させていただいております。 

○委員（坂巻宗男君） ９月補正、私も見させてもらったんですけど、現年課税分はプラスにして

いますよね。滞納繰越分はマイナスという。もうトータルだとプラスにするという形だったと思う

んですね。 

 私は、この決算を見たときに、９月でまたプラスの会計処理をしているので、滞納の分は低く見

積もっているんだけど、それで大丈夫なのかなということを、つまりこの令和５年度と同じような

形にならないのかなと思うんだけど、そこは大丈夫なんですか。 

○国保年金課長（海老原正君） 現年度分については、プラスに増額補正させていただいているん

ですけれども、これ今回は逆にちょっと被保険者の見込みが上回りましたので、それで調定額も増

えています。 

 この辺でまず９月で現状の調定額に合わせた実際の収入、予定収納率を掛け合わせたもので補正

予算をかけさせていただいているんですけれども、今後も毎月被保険者の出入りとかございますの

で、そこで調定額とかが変わってきますので、それを注視しながら、今後の推計を出して、最終的

には３月で、必要であれば補正をして、なるべく乖離がないような補正対応していきたいと考えて

います。 

○委員（坂巻宗男君） ぜひ、厳しく見ていっていただきたいと思います。 

 もう一点、その歳入不足に陥ったことの理由の一つが、県の補助金の関係もあるかなと思うんで

すよね。県の会計についても、予算額を下回る３，０００万円ぐらいですか、下回った─すみま

せん。３１２、３１３ページね─の保険給付費等交付金のうちの、説明だと、この特別交付金の

ほうですか、これが影響したということなんですけど。これは正しくというのかな、ある程度、見

積もることは可能なんですか。あるいはこの辺は県との関係性で、どうしても年度内はマイナスな

どが出てきてしまうのか。あるいはこれも厳しく見積もっといて、できるならばプラス─数字が

合えば一番いいんですけど─プラスにむしろなるような、本当に入ってくるお金がね、収入済額

のほうがプラスになるような形が正しいと思うんだけれども、この辺はいかがなんですか。 

○国保年金課長（海老原正君） 県の支出金の保険給付費等交付金のうちの特別交付金なんですけ

れども、こちらについては幾つかの区分の交付金がありまして、それぞれで交付申請をするのが１
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月以降になりまして、１月から３月にかけて交付金が交付されるという、そういった交付金になっ

ています。ですので、ちょっと３月補正には、交付決定を受けた正確な数字を補正することはでき

ないんですけれども、最終的に１２月ぐらいのところで、これもなるべく精査をしまして、交付額

に近いような数字で補正できたらと今後は考えております。 

○委員（坂巻宗男君） ぜひお願いしたいと思います。 

 恐らく申請そのものは１月なんでしょうけど、当然、県との折衝というのかな、協議、情報はそ

の前からあるという部分もあるでしょうから、そういったところを入れて。以前などはむしろここ

がかなり増えて、決算額でこんな増えるのみたいな話があって、こういった場で議論したこともあ

るぐらいなので、やはりその歳入のほうはシビアに見ておくというのが鉄則だと思いますから、お

願いしたい。 

 それで、これについては、部長なのか、副市長なのか。実は国保の会計こんな状況だったので、

私、あれっと思って改めて介護についても、それから後期高齢者についても、いわゆる予算と実際

の収入済額のところの比較をしてみたんだけれども、そうすると介護保険についても、実は後期高

齢者についても、予算額を下回っているんですよね、収入済額が。一般会計じゃあり得ない。これ

予算額の歳入のいわゆる市税の分が、例えば３月で減額補正─増額補正することもありますけど

─その上で、実際の収入済額はそれを上回る額と。そうじゃないと歳出に穴が空いちゃうから。

つまり繰上充用みたいなことになってしまうから。 

 ところが介護保険にしても、後期高齢者にしても、実は同じように、ここの根幹の保険料のとこ

ろだけを見ると、実は収入済額が予算額を下回っているんですよ。これは特別会計は、こういうふ

うな処理として、往々にしてそういう形になるんですか。それとも本来は、やはり予算額を上回る

収入済額になるという形が望ましい─と私は考えるんだけど─なのか、その辺はいかがなんで

しょうか。 

○副市長（渡辺健成君） いずれの事業につきましても、保険料というのは収入の根幹をなします

ので、委員がおっしゃられるように、やはり予算額を下回るような予算計上というのは適切ではな

いと思いますので、その辺については結果的にそういう状況になっているということであれば、年

度途中の執行管理が不十分であったのかなと。 

 先ほど国保でも説明ありましたけれども、予算はあくまでも見込みで立てますけれども、年度が

始まりましたらば実際に賦課をしまして、そこで調定が出ます。調定が出るということは、それに

徴収率を、ある程度、今までの過去の徴収率を掛ければ、今年度は徴収率に大幅な変更がない限り、

どれぐらいの歳入が見込めるということは想定できますので、その額が予算額と比べて、もし若干

多い場合には、歳入厳し目で見るということでいいかと思うんですけれども、予算を下回るような

歳入だという見込みになれば、それは当然、減額補正をしていくというのが基本であると思います
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ので、その辺については今後しっかり執行状況のほうの確認というか、チェックをこれは全庁を挙

げてやっていきたいと思います。 

○委員（坂巻宗男君） ぜひお願いしたいと思うんですね。 

 例えばだけど、介護保険のあれで見ると３４２、３４３ページ、介護保険料が予算額が２５億

８５０万５，０００円でしょう。これに対して収入済額は２４億８，０９７万６，２００円だから、

これも、これだけで見ればマイナスになっちゃうんですよね。そのほかの歳入はあるし、それから

歳出を減らしている部分もあるから、予算どおりいくわけじゃないから、帳尻は合うんですよね。 

 同じように、後期高齢者でも、これ３８０、３８１ページ、予算額、後期高齢者保険料ね、２１

億８，１７５万１，０００円の予算額に対して、収入済額が２１億３，３５９万１，８４０円だか

らこれもマイナスになっているんですよね。 

 だから、この特別会計において根幹たる保険料収入の部分が予算額を下回るということが、今、

我孫子市の中で続いている状況になっている。国保は、過去を見るとむしろしっかりできていたん

だけれども、この令和５年度でそれができなくなったんで、この状況が見えてきたということなん

ですね。だから、ある意味では、全体を見直す機会にもなるので、どういった形がいいのか。また、

税とは違う部分も、一般会計と違う部分もあるかもしれません。そこはだから庁内でよく調整して

いただいて、適切な財政運営が行われるようにお願いしたいと思います。副市長、お願いします。 

○財政部長（中光啓子君） 国保と後期高齢のほうは、また、別になるかと思うんですけれども、

介護保険特別会計の場合は、給付費を基準に、その給付費の予算に対して充当する歳入というのが

割合が規定されています。それなので、予算上は介護保険料の場合も、その規定に沿った予算計上

をさせていただいております。なので、予算の組立てとして、どうしても給付費の予算に対しての

予算立てを介護保険料もすることになります。 

 なので、決算上、当然、給付費も予算より下回った決算になりますので、それと連動した形で歳

入のほうも、予算に対して収入済額というのは低くなってくると思うんですけれども。ただ、介護

の場合は、年度で予算は締めるんですけれども、前年度の精算というものを翌年度の９月に行いま

すので、そこのところで適正な済額に対する決算額に充当させていくという手法を取っていますの

で、予算に対して歳入が下回るということは、過去もずっとそうだったと思うんですけれども、そ

ういった決算額としては出てしまうということになります。 

 最終的に、今のところはないんですけれども、給付費に対してもし充当する保険料が少なかった

場合は、今のところ介護保険の基金もありますので、そういったものを充当していくようにはなる

と思うんですけれども、これまでの翌年度決算ということも見据えるということと、歳出に対して

の法定割合で予算立てをするというところでは、そのときの決算額の収入済額と予算額というのに

ずれが生じてくるということは、やむを得ないというふうに考えています。 
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○副市長（渡辺健成君） 今、介護のほうは説明ありましたけれども、それを含めましても、やは

り予算と現実というところは調定で確認できますので、その辺は今、説明ありました介護も含めて、

どういう在り方が正しいというか、適正なのかというのをもう一度改めて確認しまして、今後、し

っかりと事務を進めていきたいと思います。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 それぞれの特別会計で当然、やり方というか、財政の特別会計の仕組みというか、予算立てが違

うのかもしれません。だけれども、市としてはこういうふうにしていこうというのがあっていいし。

どこかの会計なんかだと、市の一般会計からの繰入金も予算現額と収入済額で見ると、収入済額の

ほうが低いみたいな。それで、収入未済なのかというとそうでもなくて。それは例えば市の中でや

っているようなところなのに、予算額と収入済額が合わないみたいなところも実は令和５年度であ

りました。だからそういったところ一つ一つ見据えながら、特別会計の運営も厳しく見ていただき

たいと思います。答弁結構です。 

○委員（芹澤正子君） まず、説明書の１１３ページを、それで後で１１８ページ。それぞれの収

入状況についてだけお尋ねします。 

 介護保険特別会計の収納状況が、不納欠損金が８６７万８，８００円で、収納率が非常に低いん

です。１７％なので。今年だけなのか、それともいつも介護保険は、その前の分というのはもらえ

ない、お亡くなりになるとか、いろんな事情があるのかなと思うんですが、それを一つお尋ねしま

す。 

○介護保険室長（茅野強君） こちらの収入未済、滞納繰越ということになりますが、昨年度の令

和５年５月３１日に、介護保険法第２００条の時効成立ということで、令和２年度第８期から１０

期の介護保険料滞納者及び令和２年度第７期以前の介護保険料について、分納誓約者のうち２年以

上不履行となっているものと、死亡者並びに転出者及び職権喪失者について不納欠損を２２３万

１，４００円。 

 令和５年度末、令和６年の３月３１日になりますが、こちらにつきましては、令和３年度第１期

から第７期の介護保険料滞納者及び令和２年度第１０期以前の介護保険料について、分納誓約者の

うち、２年以上不履行となっているものと死亡者並びに転出者及び住民票の職権消除者について、

不納欠損という処理をいたしました。こちらが６４４万７，４００円となります。 

 合計が８６７万８，８００円となります。 

 こちらの保険料の滞納者等も含めてになりますが、特別徴収、年金からの引き落としの方に関し

ては、徴収率１００％となっております。普通徴収の方については、納入期限が２か月経過しても

未納の場合に督促状、１１月と３月に催告書を発送しております。 

 あと、介護サービス等を御利用いただく場合には、分納誓約等を御提出いただきながら、サービ
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スを御利用いただくように御案内等させていただいております。 

 あと、例年の状況については、大体同様になっております。 

○委員（芹澤正子君） 特別な事情があったのは分かりました。 

 そうしましたら１１８ページで、後期高齢者医療の保険料収納状況も同じように、これは収納率

が４４．８５％で、１７％と非常に違っていたもんですから、今、質問しているわけで、これの状

況を教えてください。 

○委員長（日暮俊一君） 暫時休憩します。 

午後０時０１分休憩 

─────── 
午後０時０１分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開します。 

○国保年金課長補佐（成嶋克佳君） 後期高齢者医療の徴収状況なんですが、令和５年の現年課税

分と滞納繰越分の合計の徴収率については、前年度比０．０７％減の９９．２７％となりました。

これはほぼ令和４年と同じ状況になっておりまして、徴収率が減少した理由としては、団塊の世代

の方が後期高齢者のほうに加入したことによって、制度自体が変更になりましたので、初年度は特

別徴収ではなくて普通徴収となったために、滞納が少し増えてきてしまったと考えます。 

 繰越分については、督促、催告等、正しく催告しまして、夜間については電話催告などを実施し

て徴収の強化を図っております。 

○委員（芹澤正子君） そうしますと、今の説明ですと、団塊の世代の人が後期高齢者になったか

ら非常に収納率が悪くなった。すると、毎年の収納率はここ数年の推移がすぐ分かりますか。 

○国保年金課長補佐（成嶋克佳君） 直近で言いますと、令和元年の現年分については９８．８４％、

令和２年については９９．１５％、令和３年については９９．４５％、令和４年については９９．１４％、

令和５年については９９．０５％ということで、ほぼ９９％台を徴収率として計上しております。 

○委員（芹澤正子君） すみません。私が伺いたいのは、不納欠損額の令和５年の分、４４．８５％

が例年に比べて、団塊の世代の人が後期高齢者になったからということの説明だと思ったもんです

から、この表を見て９９．０５％は分かりますが、４４．８５％の滞納繰越分の直近５年ぐらいは

今すぐは分かりませんか。 

○国保年金課長補佐（成嶋克佳君） 改めて令和元年から繰越分の徴収率を伝えたいと思います。 

 令和元年については３８．２０％、令和２年については５３．２４％、令和３年については５３．７７％、

令和４年については４３．６７％、令和５年については４４．８５％となっております。 

○委員（芹澤正子君） そうすると、素人考えの質問で申し訳ないんですが、こちらの介護保険の

ほうの収入未済額、要するに収納率が悪いのは１７％で、後期高齢者のほうはそれでも大体４０か
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ら５０％ぐらいあるというのは、同じ人が入っていて、片方は今まで納めていない人が納めている

比率が、どうして両方で違うのかお尋ねします。 

○国保年金課長（海老原正君） これは、介護保険と後期高齢者医療というのは、また、別の制度

になっていますので、加入されている方も別々になります。なので、この徴収率が違うというのは

ございます。 

○委員長（日暮俊一君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（日暮俊一君） 暫時休憩します。 

午後０時０６分休憩 

─────── 
午後０時０６分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

 議案第１２号、議案第１３号及び議案第１４号に対する質疑を打切ります。 

 暫時休憩します。 

午後０時０７分休憩 

─────── 
午後１時１０分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

 これより、議案第１５号、令和５年度我孫子市下水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算の

認定について当局の説明を求めます。 

○建設部長（篠崎啓一君） それでは、議案第１５号、令和５年度我孫子市下水道事業会計剰余金

の処分及び歳入歳出決算の認定について説明いたします。 

 本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和５年度我孫子市下水道事業会計決

算に伴う剰余金を剰余金処分計算書のとおり処分し、併せて同法第３０条第４項の規定により、令

和５年度我孫子市下水道事業会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付す

るものです。 

 下水道事業決算書を御覧ください。 

 初めに、３ページから５ページは事業の概況、さらに６ページから９ページは工事の概況になり

ます。いずれも内容は記載のとおりとなりますので、説明は省略させていただきます。 

 次に１０ページを御覧ください。 

 業務量についてです。 

 表の３行目の排水区域内人口は、公共下水道区域内の人口数になります。令和５年度は１１万
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１，７７０人で、住基人口の増や下水道の拡張整備によって、前年度に比べて６１５人の増加とな

りました。その下の水洗化人口は、現に公共下水道を使用されている人口数であり、令和５年度は

１１万７５１人で、こちらも前年度に比べて５３５人の増加となりました。 

 表の下から３行目の水洗化率は、排水区域内人口のうち水洗化人口が占める割合になります。令

和５年度は分母である排水区域内人口の増加率が分子である水洗化人口の増加率を上回ったため、

水洗化率は前年度に比べて０．１ポイント減少しました。 

 次に、下から２行目の有収水量は、使用料収入の対象となった汚水量で１，０５０万９５３立方

メートルとなり、前年度に比べて７万８５４立方メートル減少しました。主な要因としては、使用

者数はおおむね横ばいで推移しているものの、令和５年５月に新型コロナウイルス感染症が５類に

移行し、行動制限がなくなったことなどにより、前年度と比べて使用者の在宅時間が減少し、水使

用量が減少したものと推測しています。 

 次に少し飛びまして、２０ページ、２１ページをお開きください。 

 決算報告書の（１）収益的収入及び支出についてです。 

 上段の表、収入の第１款下水道事業収益の決算額は３０億５，０４９万９，８３７円となり、予

算額に比べ３，３８９万９，１６３円の減で、予算執行率は９８．９％となりました。主な内訳は

第１項営業収益の内数となる下水道使用料が予算額に比べ約１，５８４万円減少したことや、第２

項営業外収益の内数となる長期前受金戻入が予算額に比べ約１，８２４万円減少したことが挙げら

れます。 

 次に、下段の表、支出の第１款下水道事業費用の決算額は２６億６，７５７万９，３４５円とな

りました。予算執行率は９７．２６％、下水道事業費用全体では７，５０７万６，６５５円の不用

額が発生しています。 

 こちらは第１項の営業費用では、年度末の執行をもって金額が確定する委託料や工事請負費のほ

か、減価償却費など不用額が生じたものです。 

 また、第２項営業外費用では、企業債利益が確定したことなどにより不用額が生じたものです。 

 続きまして、２２ページ、２３ページをお開きください。 

 （２）資本的収入及び支出についてです。 

 上段の表、収入の第１款資本的収入の決算額は１３億６，７０８万６，６６０円となりました。

資本的収入は、年度内の工事完了が困難となった事業の繰越しに伴い、財源となる企業債や国庫補

助金の一部が未執行になったことから、全体での執行率は７２．９５％となっています。 

 次に下段の表、支出の第１款資本的支出の決算額は１８億７，７７２万４，２７２円で、執行率

は７４．２３％となりました。また、事業の確定により、翌年度繰越額を控除した不用額は２億

６３９万６，１２８円となりました。 
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 第１項建設改良費は、総合地震対策工事、若松地区における下水道管改築工事のほか、汚水管や

雨水幹線の整備工事などを行いました。 

 第３項企業債償還金は、企業債元金の償還額になります。なお、翌年度繰越額は、主に布佐排水

区や柴崎排水区の雨水幹線整備工事に関わる繰越しとなります。 

 以上の結果、資本的収支に６億１９９万６，６１２円の不足額が生じましたが、これにつきまし

ては、脚注文に記載のとおり、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、繰越工事資金、

当年度分損益勘定留保資金及び減債積立金で補塡いたしました。 

 次に、２４ページをお開きください。 

 令和５年度我孫子市下水道事業損益計算書についてです。 

 損益計算書は、費用と収益の対比で一会計年度の事業収支を表すものです。令和５年度の全体的

な状況としましては、下から４行目に記載のとおり、当年度純利益として３億４，２２２万２，５７４

円の利益を実現しています。なお、最下段に記載の当年度未処分利益剰余金５億８，２６８万４１２

円の取扱いは、この後の剰余金処分案で説明させていただきます。 

 それでは、２６ページ、２７ページをお開きください。 

 令和５年度我孫子市下水道事業剰余金計算書及び下段の表、令和５年度我孫子市下水道事業剰余

金処分計算書について説明いたします。 

 まず、上段の表、令和５年度我孫子市下水道事業剰余金計算書は、資本金及び剰余金の増減明細

となります。 

 このうち２７ページの右から３列目、未処分利益剰余金の下から１行目の５億８，２６８万４１２

円が先ほどの損益計算書の最後にお示ししました当年度未処分利益剰余金となり、今般の決算認定

と併せてお諮りする剰余金処分の対象額になります。 

 戻りまして、２６ページの下段の表、令和５年度我孫子市下水道事業剰余金処分計算書の一番右

の列の未処分利益剰余金を御覧ください。議会の議決による処分額として、当年度末残高のうち、

資本金への組入れと減債積立金への積立てに、それぞれ記載の額を処分し、残余は翌年度へ繰越利

益剰余金とさせていただくものです。処分額のうち２億４，０００万円は、減債積立金を取り崩し

て企業債の返済に使用したものであり、既に資金的裏づけがないことから、当該企業債で構築され

た下水道資産を今後は安定した自己資金で支えるために資本金に組み入れるものです。 

 また、処分額のうち３億４，２００万円は、後年度の企業債返済資金とするために減債積立金へ

の積立てを行うものとし、なお残余となる６８万４１２円は、翌年度に繰り越すものとします。 

 以上で説明を終わります。十分な御審議の上、御可決及び御承認いただきますようお願いいたし

ます。 

○委員長（日暮俊一君） ありがとうございます。 
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 以上で説明は終わりました。 

 これより議案第１５号について質疑を許します。 

○委員（坂巻宗男君） ２０ページ、２１ページで御説明が部長のほうからあったんですが、下水

道事業の決算報告で、いわゆる下水道収益が予算額に比べて減額ですよと。さっき特別会計のほう

でもお話をしましたところですけど、ちょっと今回、公営企業会計だから異なる部分もあるかなと

思うんですが、特にこの今、御説明あったいわゆる下水道使用料が予算額よりも減少をしたという

ふうな説明があったと思うんですが、この辺の予算額と実際の決算額、どういったことだったのか

お聞かせください。 

○下水道課長補佐（藤縄哲志君） 令和５年度予算額の算定に当たりましては、直近３か年の平均

調定額に下水道使用料の改定、令和４年に行っておりますが、こちらの改定率ですとか、あるいは

その水使用の動向の変化といったようなものを加味しまして、これは積算しております。 

 ただ、令和３年度以降の新型コロナウイルス感染症に係る行動制限の緩和であったり、そして、

令和５年における、コロナの５類への移行といったような社会的情勢の変化がございまして、予算

編成時に想定していた水準よりも、いわゆる調定汚水量が減少したことによりまして、予算未達と

なってしまったものと捉えております。 

 下水道使用料予算額は１６億６，６９１万２，０００円となっております。 

○委員（坂巻宗男君） １１ページに決算数値が出ておりまして、下水道使用料で１６億５，１０６

万９，４６１円という形ですよね、決算額が。それに対して今のお話だと、予算額が１６億６，６９１

万２，０００円ということだったかな。だから、一千数百万円ぐらい減少したということですけれ

ども。これは先ほどの説明でもありましたけど、コロナが５類移行になって在宅率が減ったという

ところでの水使用量の減少が影響したのではないかということなんですけど、この辺の減少幅とい

うのかな、予算と比べたときの決算のマイナスというのは、過去を見ていったときに、おおむねこ

のぐらいなんですか、それとも基本的には予算額を上回る額が決算としては数値に現われてきてい

たのか、その辺いかがなんでしょうか。 

○下水道課長補佐（藤縄哲志君） これまでの経緯ということで申しますと、やはり過去の実際の

調定汚水量あるいはその調定額の推移というものをベースに、直近の数か年度の平均額等を用いて

予算計上しておる関係上、区域等拡大に伴って、だんだん排水区域内の人口が増えていくというよ

うな状態において、通常どおり増えていくというようなことであれば、決算額も伸びていくような

形になりますので、予算のほうも増やすような形、あるいは予算以上に入るようなことというのも

過去には間々あったということだと思うんですが。 

 令和２年度におきまして、今までとはかなり違ったような状態、つまり、そのコロナの発生に伴

いまして、その在宅率の上昇であったり、あるいはその大口の企業のほうで、かなり多額の使用料



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

188 

をお支払いいただいている企業様もありますが、そういったところで例えば出勤停止と申しますか、

その活動が若干減ったというようなこともあって、大口使用者の事業所等の支払い額が減ったりと

いうようなこともありつつ、ただ、やはり在宅勤務が増えたりというようなことで、昼間水量帯の

部分では、水量あるいは調定額が増えたというようなこともありまして、令和２年度においては水

量あるいは調定額が一気に伸びたというようなこともあって。 

 そういった意味では非常にその後の展開というのが読みづらいような状況というのがあったとこ

ろですが、予算と決算との関係で申しますと、過去にはそういった形で伸びたりというようなとこ

ろもありつつ、水使用の減少傾向というようなものがありましたので、おおむね横ばいというよう

なイメージはあったところなんですが、先ほど申し上げた理由で、令和２年度でかなり上昇した部

分というのがある関係上、どうしてもそこから令和３年度については減ってくるような形になって

いるところもあって。これを含めて、すごく上がったところ、それから下がっているようなところ

も含めて過年度の平均を取ったときに、それで当然こういうような直近の修正があるからというこ

とを考慮しながら予算は立てますが、どうしても減る勢いというのが読めないようなところもあっ

て、結果的に直近数か年においては、予算を下回る決算となっていることが間々起こっております。 

○委員（坂巻宗男君） 年度当初はいわゆる３年ぐらいの平均、あるいは徴収率みたいなことも加

味しながら立てるということだと思うんだけど、その年度内でのいわゆる予算の枠組みを変更する、

つまり補正予算を出して下水道使用料の額を増減させると、こういったことというのは行われるも

のなんですか。 

○下水道課長補佐（藤縄哲志君） 補正予算については、必要に応じて確実にそうなるというよう

なことが見込まれたり、あるいは収益と費用の関係上、補正がこれは必要であるというようなとこ

ろについては、一般会計の繰入金との調整の関係もございますので、９月補正、１２月補正、３月

補正という形で、適時、行うような形でやらせていただいております。 

 ただ、こちらの下水道使用料の部分につきましては、年度途中に、ある程度の増あるいは減とい

うようなものが見込まれた場合であっても、途中経過にすぎないというところもございまして、年

度末までの部分というのがちょっと見込みづらいところがございます。 

 また、年度途中において明らかに予算額を下回るというようなことが予見されたとしても、それ

をもって直ちに、今回の幅でいうと大体１，５００万円ぐらい結果的には予算未達となってしまっ

たわけですが、それをもって直ちに下水道使用料のほうを、では減額しますというようなことにな

りますと、それに相対する財源のほう確保する必要がございますが、市の下水道事業会計の現況に

おきましては、そういったような形で数千万円の財源をちょっと減らすというような形になります

と、どうしてもめぐりめぐって繰入金のほうを増額するような調整について一般会計側にお願いす

る必要が生じてまいります。 
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 今回の場合においては、予算未達となることが見込まれはしたものの、収益費用の総体であった

り、あるいはその資本勘定の部分での収入支出の執行状況等に鑑みて、その財源的に何とか年度末

を迎えることができるということが想定されましたので、補正というようなことについては見送ら

せていただきました。 

○委員（坂巻宗男君） いろんな要素がある中で、補正予算なども検討しながら、今回のこの決算

になったということかなとは思います。 

 ただちょっと、特別会計とは違う公営企業会計なんで、考え方が異なるという部分はあるかもし

れないんですが、やはり国保などで今回、収入が追いつかなかったというところから、次年度の繰

入れというのが起きているということがありましたので、公営企業会計においても、年度内で流動

的にというのかな、予測を立てながら、修正すべき部分は修正をしながら適切な財政運営をお願い

したいというふうに思います。最後、御答弁をお願いします。 

○下水道課長（中野伴春君） 委員御指摘のように、公営企業会計の場合は特殊な予算立てをして

おりますので、その関係で収益と費用のバランスを取るという予算編成はするものの、結果として

決算として乖離が出てしまうということは、相当程度、想定した予算取りになっています。 

 しかし、大綱予算といっても、それを逸脱した事業運営はできませんので、御指摘のように精緻

な予算編成に努めて今後、事業を進めていきたいと思います。 

○委員（坂巻宗男君） そうしたら別の項目で行きますが、３９ページが分かりやすいかなと思う

んですが、資本的収支明細書の中で、いわゆる国庫補助金で３億９，３９５万円ある中で、社会資

本整備総合交付金がそのうちの１億８，０００万円、防災・安全交付金が２，０００万円と、汚水

分、雨水分で１億９，３００万円というのが、令和５年度になっているかと思います。これ、令和

６年度の９月補正のところでも、このいわゆる交付金のところが当初見込みよりも、もらう分が減

ってしまった関係で、起債に組み替えたというふうな話があったところです。 

 そういう中で、この令和５年度については、これは当初予定していた補助金を満額もらえたとい

う考え方でいいのか、あるいはこの令和５年度においても当初よりも、例えば若干削って起債など

に切り替えたりしている部分があるのか、お聞かせください。 

○下水道課長補佐（藤縄哲志君） 令和５年度におきましては、予算額に対して、やはり内示率と

いうのは若干低く出てしまった部分がございます。こちらは、ただ、今回の６月補正における場合

よりも、実際の内示率というのは少々高かったというところがございましたので、最終的には令和

５年度の３月補正のほうで、例えばその財源のほうを減らすような形で、といいながら支出予算の

ほうはなるべく据え置いた状態で、起債の中でやっていくというような形で、多少の中の組替えと

いうような形はやらせていただいてはおりますが、丸々その国費を減らす分だけ起債に振り替える

というような補正はしていないという認識でございます。 
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○委員（坂巻宗男君） 了解いたしました。 

 これは６年度に入って、いわゆるこの交付金が出にくくなっているという中で、個別補助金に切

り替えるという予算をこの令和６年度の９月補正で出されたところでありますので、こういった令

和５年度の傾向なども踏まえながら、今までの傾向も踏まえながら、有効な財源を今後も当たって

いただきたいというふうに思います。答弁結構です。 

○委員（佐々木豊治君） ちょっとお伺いしたいんですけれども、この剰余金処分の計算書を見る

と、これ２６ページなんですけれども、これ、実は上段のほうに５億８，２６８万円何がしになっ

ているんですけれども、下段のほうを見ると繰越利益剰余金があるんですけれども、これどういう

ふうな形でこういう形になったのか、ちょっと教えてください。 

○委員長（日暮俊一君） 暫時休憩します。 

午後１時３４分休憩 

─────── 
午後１時３４分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

○下水道課長（中野伴春君） ２６ページの未処分利益剰余金の処分額５億８，２６８万４１２円、

これについては、今般、この議会において利益処分させていただく対象額なんですけれども、この

１００万円未満の端数となります６８万４１２円については、数値として細かいものですから、財

務諸表に明示する上で、分かりやすい数字とさせていただく上で、端数は繰り越させていただいた

次第です。 

○委員（船橋優君） ９ページの我孫子４丁目の堆積物の撤去工事で、１２８万円ちょっとですけ

ど、これは延べで何メートルぐらいで、何トンぐらいの堆積物を出したんでしょうか。 

○委員長（日暮俊一君） 暫時休憩します。 

午後１時３６分休憩 

─────── 
午後１時３７分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

○治水課長補佐（佐藤雄司君） 我孫子４丁目地先の排水路の堆積物撤去工事ですが、我孫子４丁

目地区から北側に向かいまして並木地区までの６号線を横断する下の管、６２メートルに対して管

内の清掃を行いました。管内から出た堆積物は１１立米ということで、産業廃棄物処分をいたして

おります。 

○委員（船橋優君） ありがとうございます。 

 これはそうしますと、あと調査もやったということになっていますけど、何か詰まる原因という
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か、がんになるようなものは特別ないということで、効果は上がっているということでいいんでし

ょうか。 

○治水課長補佐（佐藤雄司君） 今回、下水道の管路と一般会計で管理している管路の２本につい

て清掃調査は行っておりまして、両方とも管内に異状は見られませんでした。 

 堆積物は、御覧のとおりありましたので、両方とも撤去しております。 

○委員（船橋優君） ありがとうございます。 

 こういうことは、期間的に定期的には、年に例えば１回とか２回とか、こういうよく浸水すると

ころはやられると思うんですけど、どれくらいの頻度で調査とか点検はやっているんでしょうか。 

○治水課長補佐（佐藤雄司君） 雨水管路は勾配が緩くて、堆積物も原則的には雨と一緒に流れて

いってしまうというような考え方ですので、水が滞留しやすい場所というところに一部堆積は生じ

ますが、通常管路内に堆積するものではなくて、どうしても流れが緩くなる場所等にたまっている

ものを職員及び工事の際とか、発見し次第、清掃は行っておりますが、全路線を定期的に見回って

清掃するというものではなくて、発見したら清掃するという形を取っております。 

○委員長（日暮俊一君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（日暮俊一君） 暫時休憩します。 

午後１時４０分休憩 

─────── 
午後１時４０分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

 議案第１５号に対する質疑を打ち切ります。 

 暫時休憩いたします。 

午後１時４０分休憩 

─────── 
午後１時４３分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

 これより、議案第１６号、令和５年度我孫子市水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算の認

定について当局の説明を求めます。 

○水道局長（古谷靖君） 議案第１６号、令和５年度我孫子市水道事業会計剰余金の処分及び歳入

歳出決算の認定について御説明いたします。 

 本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、令和５年度我孫子市水道事業会計決算

に伴う剰余金を剰余金処分計算書のとおり処分し、併せて同法第３０条第４項の規定により、令和
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５年度我孫子市水道事業会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付して、議会の認定に付するも

のです。 

 さて、令和５年度は、水道事業基本計画の計画期間５年目であり、計画に沿って事業を進めてま

いりました。令和５年度水道事業の特徴的な事項は次の２点です。 

 １点目は、水道事業収支についてです。 

 水道事業収支全体は黒字ですが、前年度と比較すると給水収益が約１，６８０万円の減となりま

した。これは有収水量が、コロナが収束したことで在宅勤務が減少し、コロナ前の水準に戻ったこ

とが要因と考えます。また、水道事業費用は約３５２万円の増となりました。これは、人件費や業

務費が高騰したことにより、費用の増加につながったものだと思います。 

 ２点目は、浄水場や水道管路に係る工事の執行状況です。 

 令和５年度に予定した事業のうち、建設改良費の２件及び令和５年度からの２か年継続事業２件

については、令和６年度に繰越しを行いましたが、令和４年度からの２か年継続事業及びその他の

令和５年度事業については全て完了しました。 

 それでは、続きまして別冊の我孫子市水道事業決算書に沿って御説明いたします。 

 初めに１概況と２工事ですが、こちらは決算書の３ページから７ページにかけて、事業及び工事

等の概況を記載しております。内容については記載のとおりとなりますので、説明は省略いたしま

す。 

 続きまして、８ページをお開きください。 

 ３業務について御説明いたします。 

 ア業務量の表の上から４段目、給水人口を御覧ください。 

 給水人口は１２万２，１２２人で、前年度に比べ５５４人の減となりました。 

 次の段、給水戸数は５万８，９８６戸で、前年度に比べ６３３戸の増となりました。 

 続いて、給水量です。年間給水量は１，２８９万７，１９３立方メートルで、前年度に比べ

９，５４２立方メートルの増となりました。 

 次に、有収水量です。有収水量は１，１９１万８２５立方メートルで、前年度より１０万４，６７８

立方メートルの減となりました。 

 最後に、有収率です。有収率は９２．４％で、前年度に比べ０．８％の減となりました。 

 以上が業務量の主な内容です。 

 続いて、水道事業の収支について御説明いたします。 

 １８から１９ページの令和５年度我孫子市水道事業決算報告書を御覧ください。 

 まずは水道事業収益です。 

 収入の表の第１款水道事業収益、税込みの予算額合計は２７億３，５５７万９，０００円に対し、
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決算額は２７億６，５９９万４，６９３円となりました。このうち第１項営業収益、予算額合計は

２１億８，７２３万円に対し、決算額は２１億８，３７５万６，４２０円となりました。また、第

２項営業外収益は、税込みで予算額合計５億４，８３４万８，０００円に対し、決算額は５億

８，２２３万８，２７３円となり、当初の見込みよりも３，３８９万２７３円多くなりました。増

加の理由としては、新築の住宅建設が増加し、給水申込み納付金などが増えたことが主な要因です。 

 一方、支出の表の第１款水道事業費用は、税込みで予算額合計２６億５，７７６万６，０００円

に対し、決算額は２４億４，３００万６，０２８円となり、不用額は２億１，４７５万９，９７２

円となりました。このうち第１項営業費用の決算額は２４億２，３３０万９，７９３円となり、不

用額は１億８，１４１万４，２０７円となりました。 

 以上が収益的収入及び支出の概要です。 

 続いて、資本的収入について御説明いたします。 

 ２０から２１ページを御覧ください。 

 収入の表の第１款資本的収入は、予算額合計４億４，０３４万２，０００円に対し、決算額は４

億４，０８５万８，０００円となりました。内訳は、第１項企業債が４億２，９１０万円、第２項

負担金が１，１２４万円、第３項国庫（県）補助金が５１万８，０００円となりました。 

 一方、支出の表の第１款資本的支出は、予算額合計１３億７，１２７万３，２００円に対し、決

算額は９億２，６２９万３，５４５円となりました。内訳は、第１項建設事業費が１７４万８，０６１

円、第２項改良事業費が８億７，３９６万７，２２６円、第３項企業債償還金が５，０５７万

８，２５８円でした。 

 以上の結果、資本的収支では４億８，５４３万５，５４５円の収支不足が生じました。この収支

不足は、表欄外に記載したとおり、減債積立金３，６８８万６，６６３円、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額７，６７９万８，３５７円及び過年度分損益勘定留保資金３億７，１７５

万５２５円から補塡しました。 

 資本的収支についての説明は以上です。 

 続きまして、損益計算書について御説明いたします。 

 ２２から２３ページを御覧ください。 

 令和５年度は、１営業収益が１９億８，６６２万１，３５５円、２営業費用が２２億８，５６８

万１，１９５円となりました。この結果、営業収支はマイナス２億９，９０５万９，８４０円の営

業損失となりました。次に、３営業外収益５億５，７０７万８００円、４営業外費用１，３２０万

５，８８９円となり、営業外収益の差額は５億４，３８６万４，９１１円となりました。 

 以上の結果、経常利益は２億４，４８０万５，０７１円となりました。また、特別利益、特別損

失はありませんでしたので、当年度純利益は２億４，４８０万５，０７１円となりました。なお、
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当年度純利益より非現金収入である長期前受金戻入益のほうが金額が大きいことから、現金の裏づ

けがある純利益はありませんでした。収支は黒字となりましたが、手持ちの現金を取崩している状

況ですので、非常に経営は厳しい状況になっています。 

 最後に、剰余金処分案について御説明いたします。 

 ２４から２５ページを御覧ください。 

 上の表の一番下、右から３列目が剰余金処分の対象となる当年度末処分利益剰余金です。内訳と

しましては、先ほど申し上げた当年度純利益２億４，４８０万５，０７１円と、資本的収支不足額

の補塡財源として使用した減債積立金３，６８８万６，６６３円の２億８，１６９万１，７３４円

となります。この金額を下の表、４令和５年度我孫子市水道事業剰余金処分計算書のとおり処分し

たいと考えています。 

 まず、当年度末未処分利益剰余金残高のうち、２億７，０６９万１，７３４円を自己資本金であ

る組入資本金へ組み入れいたします。また、１，１００万円を建設改良積立金へ積立てを行います。

なお、建設改良積立金は、今後、実施する水道局庁舎設備改修工事に係る財源の一部として積み立

てるものです。 

 以上の結果、表右下にある繰越利益剰余金はゼロ円となります。 

 以上をもちまして、令和５年度我孫子市水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算の認定につ

いての説明を終わります。十分な御審議の上、認定いただけますようよろしくお願い申し上げます。 

○委員長（日暮俊一君） ありがとうございます。 

 以上で説明は終わりました。 

 これより議案第１６号について質疑を許します。 

○委員（船橋優君） 配水管の更新が約３．４キロやられたということですけど、あと予定として

はどれくらい考えていらっしゃいますか。 

○工務課主幹（山下大吾君） 令和５年度３．４キロなんですが、今年度につきましては約３キロ

を予定しております。 

 令和５年度、令和６年度で更新計画の見直しを行っております。その中で、令和７年度以降は５

キロを目途として更新のほうを予定しております。 

○委員（船橋優君） そうしますと、漏水があると思うんですけど、これに対しての効果はどれぐ

らいかありましたか。 

○工務課主幹（山下大吾君） 漏水の効果なんですが、今の有収率のほうを見ていただきますと右

肩に下がってきているというところです。しかしながら実際の漏水事故につきましては、管路の更

新の効果が出て、一応現状維持といいますか、１０件程度で抑えられているところが現状でござい

ます。 
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○委員（船橋優君） ありがとうございます。 

 現在では大体どれくらいの漏水量なんでしょうか。それと、この漏水量に対しての金額というの

はどれくらい考えていらっしゃるんでしょうか。 

○委員長（日暮俊一君） 暫時休憩します。 

午後１時５７分休憩 

─────── 
午後１時５７分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

○経営課長補佐（洞毛秀男君） 漏水量に近い無効水量の水量なんですけれども、令和５年度で年

間９７万７，９４２立方メートルの無効水量がありました。１立方メートル当たり９０円として計

算しますと約８，８００万円という料金となります。 

○委員（船橋優君） そうしますと、毎日何十立米かは常に漏っているような感じなんでしょうか

ね。これは本当に地中のことでなかなか大変なんでしょうけど、何か新工法も出ているとかいろん

な話がありますので、この辺はやはりお金を捨てているようなものなんで、ぜひ知恵を出してもら

って改善できるように、ひとつ努力してもらいたいと思っております。回答結構です。 

○委員（坂巻宗男君） 私ちょっと契約の関係を伺うんですけど、今、船橋委員からお話あったの

はやっぱり重要なところで、私も気になっていて、８ページで、給水量とさっき有収水量のお話も

局長のほうからありましたけれども、結局、この８ページを見ても給水量などは令和４年度から５

年度に向けて増えているんですよね、全体としては。それなのに有収水量のほうは減ってしまって

いるという形になっているから、やっぱりそれは、難しいのは重々承知なわけですけれども、少し

でも有収水量を増やすということの努力を重ねていっていただきたいと私も思います。これは答弁

結構です。同じ趣旨です。 

 １３ページに重要契約の要旨というものがありまして、これは所管とか議案のところで委員会の

ほうでもやらせてもらっているところの繰り返しになってしまう部分もあるんだけれども、真ん中

ほどで、湖北台浄水場非常用発電機更新工事ということで令和５年度、６年度で更新工事をやって

いくというところでの説明もあったところですけれども、トータルで６億１，９０８万円の契約を

結んでいて、５年度では２億４，７６０万円の支出があったということだと思いますが、まずこの

工事の進捗状況、令和５年度どういったところまで進んできているのかお聞かせください。 

○工務課長補佐（水谷克彦君） 今のところ既設の発電機を撤去して、今後は年内いっぱいぐらい

に新しい発電機とかを入れて、２月頃までに試運転をして使えるような状態に持っていきたいと思

っております。 

○委員（坂巻宗男君） 令和５年度はその既設の発電機が撤去されている。とすると、今はこの発



【会議録（暫定版）】校正中の原稿のため、正式な会議録ではありません。 

196 

電機は何か仮設のようなものがあるんですか。じゃなくて、これがないことによって、この非常用

発電などができない形になってしまっているんですか。 

○工務課長補佐（水谷克彦君） 仮設の発電機を設けております。 

○委員（坂巻宗男君） 了解です。こういったものが使われないことがもちろんいいんですけれど

も、非常用のものですのでね。漏れのないように対応していただきたいと思います。 

 これ、６億円からの契約になったわけですけれども、当時、その入札などはどういった形で進ん

で、この６億１，９００万円の契約に至ったのか、そこをお聞かせください。 

○工務課長補佐（水谷克彦君） 入札の方式は公募型競争入札で行っており、応札者は２者ありま

した。 

○委員（坂巻宗男君） 落札率はどれぐらいありますか。 

○工務課長補佐（水谷克彦君） 落札率は９４．９５％です。 

○委員（坂巻宗男君） ありがとうございます。 

 これは委員会などの中でも取り上げさせてもらって、予算などのときに議論をしてきたところで

すけれども、できるだけ複数者に入っていただいて、適切な競争の下で契約をしてもらいたいとい

うところで、いろいろ工夫していただいて２者というところまでは行けたのかなというに思ってい

ます。９４％ということですから、これは評価いろいろあるかもしれませんけれども、少なくとも

複数者で入札ができたというところはよかったなと思います。 

 ただ、２者というのも、非常用発電機というところなのでなかなか難しいところもあるのかもし

れないんですけれども、できるだけやはり多くのところ、令和４年、５年で妻子原のほうをやって

いて、今回、令和５年、６年で、この湖北台の浄水場。それで見てみますと、同じ事業者が請け負

っているというふうな形になっているわけでありますけれども、やはりこれらの事例も踏まえて、

常に複数の事業者が入札などに参加して、適切な競争が行われるように、水道局の中の契約もしっ

かりと進めていただきたいと思いますけれども、もう一度、御答弁をお願いします。 

○工務課長（川村憲司君） 湖北台の発電機に関しては、業者数が少なくなる理由、ネックとなっ

ているところが、既設との責任分界点がなかなかきちっとしないことで、新しく入ろうとしても、

その既設となかなか分界できないということで、何かあったときに対応できないというのが非常に

ネックになっているというふうに判断をしまして、きちんとその責任分界点を明確にした上で入札

に臨んだら、２者来たというふうなことになりました。 

 ただ、浄水場関係の工事については結構特殊なものが多くて、毎回毎回同じような工事があるわ

けではないので、その時々にどういうことが複数者入れないネックになっているものがあるのかと

いうのを十分精査した上で、そういった条件をいろいろつけながら、なるべく複数者が入れるよう

に努力していきたいと思います。 
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○委員長（日暮俊一君） ほかにありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（日暮俊一君） 暫時休憩します。 

午後２時０５分休憩 

─────── 
午後２時０５分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

 議案第１６号に対する質疑を打ち切ります。 

 暫時休憩いたします。 

午後２時０５分休憩 

─────── 
午後２時１５分開議 

○委員長（日暮俊一君） 再開いたします。 

 議案に対する討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（日暮俊一君） ないものと認めます。 

 これより順次採決いたします。 

 議案第１１号、令和５年度我孫子市一般会計歳入歳出決算の認定について、原案のとおり認定す

るに賛成の委員は起立願います。 

（ 賛 成 者 起 立 ） 

○委員長（日暮俊一君） 起立多数と認めます。 

 よって、議案第１１号は認定すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、議案第１５号及び議案第１６号を一括して採決いたします。 

 議案第１５号、令和５年度我孫子市下水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算の認定につい

て、議案第１６号、令和５年度我孫子市水道事業会計剰余金の処分及び歳入歳出決算の認定につい

て、以上議案２件について、剰余金の処分については原案のとおり可決、歳入歳出決算の認定につ

いては原案のとおり認定するに賛成の委員は起立願います。 

（ 賛 成 者 起 立 ） 

○委員長（日暮俊一君） 起立全員と認めます。 

 よって、議案第１５号及び議案第１６号は可決・認定すべきものと決定いたしました。 

 続きまして、議案第１２号、議案第１３号及び議案第１４号を一括して採決いたします。 

 議案第１２号、令和５年度我孫子市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、議
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案第１３号、令和５年度我孫子市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第１４号、

令和５年度我孫子市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、以上議案３件について、

原案のとおり認定するに賛成の委員は起立願います。 

（ 賛 成 者 起 立 ） 

○委員長（日暮俊一君） 起立多数と認めます。 

 よって、各議案は認定すべきものと決定いたしました。 

 以上で、当委員会に付託されました議案の審査を終了いたしますが、執行部におかれましては、

各委員の意見、要望、指摘事項を十分に留意され、次年度以降の予算編成に当たっていただきます

ようお願いいたします。 

 特に、多様化する市民ニーズを的確に把握し、創意工夫により事業の効率化を図り、財政の健全

化と市民福祉の向上に向けて引き続き努力されることを要望いたします。 

 以上をもちまして、決算審査特別委員会を散会いたします。大変にお疲れさまでした。 

午後２時１８分散会 


